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9月定例会

傍聴にお越しください
○会議はいずれも午前10時から
  （12月12日の議会運営委員会のみ午後１時30分から）

○定員は40人、議案書を10冊用意しています。
日程は変更する場合があります。直前にお電話などでご確認ください。

●本会議　12月 5 日（水）・6日（木）・7日（金）・
　　　　　20日（木）
●委員会（別室で音声のみ）
【議 会 運 営 委 員 会】11月29日（木）・12月12日（水）
【事業厚生常任委員会】12月12日（水）
【総務文教常任委員会】12月13日（木）
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　歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
1
3
4
万
5
千
円
を
追
加

し
、
4
億
2
，
0
7
8
万
８

千
円
と
す
る
も
の
。

　平
成
23
年
度
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
負
担
金
の
確

定
に
よ
る
も
の
。

　歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
4
8
7
万
6
千
円
を
追
加

し
、
25
億
2
，
0
9
5
万
6

千
円
と
す
る
も
の
。

　介
護
給
付
費
準
備
基
金
積

立
金
と
国
・
府
支
出
金
等
返

還
金
の
確
定
に
よ
る
も
の
。

平
成
24
年
度
熊
取
町
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
2
号
）

         

（
全
会
一
致
）

　予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
３
，
４
６
５
万
４

千
円
を
追
加
し
、
１
１
５
億

６
６
４
万
４
千
円
と
定
め
る

も
の
。

　債
権
保
全
の
た
め
の
弁
護

士
委
託
料
・
不
動
産
登
記
事

務
委
託
料
・
仮
押
さ
え
の
た

め
の
供
託
金
等
１
，
７
２
６

万
８
千
円
。

　農
林
水
産
施
設
災
害
復
旧

費
４
６
６
万
７
千
円
。

　公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧

費
１
，
２
７
１
万
９
千
円
。

　平
成
21
年
７
月
14
日
午
前

損
害
賠
償
の
額
の
決
定

及
び
和
解
に
つ
い
て

         

（
全
会
一
致
）

平
成
24
年
度
熊
取
町
介

護
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
2
号
）

         

（
全
会
一
致
）

土
地
改
良
法
に
基
づ
く

応
急
工
事
計
画
の
策
定

に
つ
い
て 

（
全
会
一
致
）

平
成
24
年
度
熊
取
町
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第

4
号
）      

（
全
会
一
致
）

　住
民
訴
訟
の
控
訴
審
に
お

け
る
早
期
判
決
確
定
に
注
力

す
る
事
が
肝
要
で
あ
る
と
い

う
結
論
に
至
っ
た
た
め
、
取

り
下
げ
す
る
。

恒
常
的
談
合
に
よ
る
損

害
の
早
期
回
復
を
求
め

る
請
願
取
り
下
げ
に
つ

い
て         

（
全
会
一
致
）

　歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
１
８
０
万
７
千
円
を
追
加

し
、
１
，
２
７
４
万
４
千
円

と
す
る
も
の
。

平
成
24
年
度
熊
取
町
墓

地
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
１
号
）

         

（
全
会
一
致
）

　地
方
公
営
企
業
法
第
32
条

第
2
項
の
規
定
に
よ
り
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

　当
年
度
未
処
分
利
益
余
剰

金
1
億
2
，
9
2
4
万
5
，

0
0
4
円
を
減
債
基
金
8
，

0
0
0
万
円
と
翌
年
度
繰
越

利
益
余
剰
金
4
，
9
2
4
万

5
，
0
0
4
円
と
す
る
も
の
。

平
成
23
年
度
熊
取
町
水

道
事
業
会
計
未
処
分
利

益
余
剰
金
の
処
分
に
つ

い
て       

（
全
会
一
致
）

　３
区
画
の
永
代
使
用
料
と

管
理
手
数
料
を
、
墓
地
基
金

に
積
立
す
る
も
の
。

議員の態度表明（○賛成×反対△退場）

備考：（共産）日本共産党熊取町会議員団、（新政）新政クラブ、（一新）一新の会、（公明）熊取公明党、（龍馬）泉州龍馬の会

泉州南消防組合の設置に関する協議について

平成23年度熊取町一般会計歳入歳出決算認定

平成23年度熊取町下水道事業特別会計歳入歳
出決算認定

平成23年度熊取町国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算認定

平成23年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳
入歳出決算認定

住民訴訟・地裁判決の趣旨を尊重する意思表
示を求める請願

議
員
名
会
派

9月定例会審議案件

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○

× × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○○

服部 佐古 藤本 鱧谷 江川 矢野重光 渡辺 奥野田中 白間 坂上

新政 一新 龍馬 共産 龍馬共産 公明 公明 龍馬一新 新政 新政 共産

鈴木
議長

態度が分かれたもののみ表示（議長は、賛否同数の時のみ表明し、議案の成否を決定します）

－

－

－

－

－

11
時
45
分
頃
に
、
熊
取
町
野

田
１
丁
目
で
、
公
用
車
で
１

７
０
号
を
走
行
中
現
場
付
近

の
駐
車
場
へ
入
ろ
う
と
し
た

と
こ
ろ
後
方
か
ら
走
行
し
て

き
た
原
付
バ
イ
ク
と
接
触

し
、
長
期
の
治
療
を
要
す
る

損
傷
を
与
え
た
も
の
。

　損
害
賠
償
額

　１
，
６
４

１
万
４
，
１
０
０
円

　平
成
24
年
６
月
21
日
〜
22

日
の
梅
雨
前
線
豪
雨
に
よ
り

発
生
し
た
農
業
用
施
設
の
災

害
復
旧
事
業
を
実
施
す
る
た

め
、
応
急
工
事
計
画
案
を
提

出
す
る
も
の
。

豪
雨
に
よ
る
農
道
小
谷
中
ノ

谷
線
の
道
路
法
面
崩
壊
。

事
業
費
94
万
３
千
円

豪
雨
に
よ
る
小
谷
水
路
の
水

路
崩
壊
。

　事
業
費
２
２
９
万
８
千
円
。

教育委員会委員の任命同意に
ついて
　教育委員会委員で下中直子
氏の任期が平成24年9月30日
付けで満了するので、再任に
ついて同意を求めるもの。

教育委員会委員の任命同意に
ついて
　教育委員会委員で向井智子
氏の任期が平成24年9月30日
付けで満了するので、後任と
して山本洋子氏を任命するも
の。

人事案件について

　
公
布
の
日
か
ら
施
行
。

　
転
入
促
進
策
と
し
て
新
築

住
宅
の
固
定
資
産
税
の
課
税

免
除
を
行
う
。

軽
減
対
象
：
平
成
25
年
建
築

分
か
ら
27
年
建
築
分
ま
で
の

3
カ
年
の
新
築
分
。
40
歳
以

下
、
既
婚
者
。

　
公
布
の
日
か
ら
施
行
。

　
平
成
35
年
３
月
31
日
ま
で
。

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
で
あ
っ

た
施
設
を
町
民
会
館
分
館
と

し
て
利
用
す
る
。

　
平
成
25
年
4
月
1
日
か
ら

施
行
。

契
約
の
目
的
：
公
共
下
水
道

敷
設
工
事（
小
垣
内
1
丁
目
）

契
約
方
法
：
指
名
競
争
入
札

契
約
の
金
額
：
5,
3
9
7
万

3,
1
5
0
円

契
約
の
相
手
：
中
島
興
業
㈱

熊
取
支
店

　
消
防
力
の
充
実
強
化
と
消

防
業
務
の
効
率
化
を
図
る
た

め
、
泉
佐
野
市
、
泉
南
市
、

阪
南
市
、
田
尻
町
、
岬
町
と

泉
州
南
消
防
組
合
を
設
置
す

る
事
に
関
し
協
議
す
る
。

　
平
成
25
年
3
月
31
日
か
ら

施
行
。

〈
反
対
討
論
〉
日
本
共
産
党

　
こ
の
提
案
は
、
泉
佐
野
市
・

泉
南
市
・
阪
南
市
・
熊
取

町
・
田
尻
町
・
岬
町
の
消
防

が
一
つ
に
な
り
「
消
防
組

合
」
と
し
て
設
立
す
る
た
め

の
も
の
で
る
。
次
の
点
を
指

摘
し
て
反
対
と
す
る
。

①
現
在
の
町
の
消
防
職
員
49

名
。
充
足
率
か
ら
み
る
と
64

名
不
足
し
て
い
る
。
統
合
に

よ
っ
て
充
足
率
は
上
が
る
が

消
防
体
制
の
充
実
と
は
な
ら

な
い
。
ま
た
車
両
は
現
状
維

持
と
の
説
明
で
あ
っ
た
が
劣

化
に
伴
い
低
下
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

②
消
防
職
員
は
「
町
議
会
」

や
「
町
の
会
議
」
に
出
席
し

な
く
な
り
、
住
民
か
ら
遠
い

存
在
に
な
る
こ
と
。
ま
た
、

消
防
団
・
自
主
防
災
組
織
の

事
務
は
町
が
担
当
し
、
消
防

か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
。

③
東
日
本
大
震
災
後
、
今
後

起
こ
り
う
る
東
南
海
・
南
海

地
震
に
そ
な
え
、
防
災
力
の

強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
提
案
は
防
災
力
強

化
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

４
億
2
0
8
万
７
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
そ
れ
ぞ
れ
1
1
4
億

7,
1
9
9
万
円
と
す
る
も
の
。

　
歳
入
で
は
、
地
方
特
例
交

　
熊
取
ア
ト
ム
サ
イ
エ
ン
ス

パ
ー
ク
構
想
の
推
進
を
図
る

た
め
、
熊
取
町
に
事
業
所
等

を
新
設
・
増
設
、
設
備
の
新

設
・
増
設
し
た
者
に
奨
励
措

置
と
し
て
、
固
定
資
産
税
の

不
均
一
課
税
を
講
じ
る
。

軽
減
期
間
：
3
年
間

軽
減
割
合
：
初
年
度
100
％

　
　
　
　
　
2
年
度
75
％

　
　
　
　
　
3
年
度
50
％

　
平
成
26
年
度
分
か
ら
適
用
。

　
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
条
例
改
正
。

　
公
布
の
日
か
ら
施
行
。

　
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
条
例
改
正
。

防
災
会
議
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
全
会
一
致
）

災
害
対
策
本
部
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
全
会
一
致
）

2

9 月 定 例 会9 月 定 例 会9 月 定 例 会
平成24年9月定例会は、9月11日（水）に開会、10月 5 日（金）に閉会しました。
　この議会では、町長提案26件、議員提案 2件、請願 1件を可決しました。

工
事
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て

　
（
全
会
一
致
）

町
民
会
館
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
全
会
一
致
）

平
成
24
年
度
熊
取
町
国

民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）         

（
全
会
一
致
）

新
築
住
宅
に
対
す
る
固

定
資
産
税
の
課
税
免
除

に
関
す
る
条
例

       

　
　（
全
会
一
致
）

泉
州
南
消
防
組
合
の
設

置
に
関
す
る
協
議
に
つ

い
て  

（
賛
成
９
反
対
３
）

平
成
24
年
度
熊
取
町
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第

3
号
）   

　（
全
会
一
致
）

産
業
の
活
性
化
等
の
促

進
に
係
る
固
定
資
産
税

の
特
例
に
関
す
る
条
例       

（
全
会
一
致
）

付
金
1,
4
7
2
万
1
千
円
、

普
通
交
付
税
2
億
4,
1
4
1

万
６
千
円
、
財
政
調
整
基
金

繰
入
金
8
1
1
万
７
千
円
、

臨
時
財
政
対
策
債
5,
8
0
0

万
円
等
に
よ
る
増
額
。

　
歳
出
で
は
、
財
政
調
整
基

金
積
立
金
3
億
6,
0
9
1
万

９
千
円
、
個
別
接
種
委
託
料

1,
3
6
8
万
２
千
円
、
消
防

広
域
化
準
備
負
担
金
1,
3
3
7

万
８
千
円
等
に
よ
る
増
額
。

 

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
3,
9
9
7
万
７
千
円
を

追
加
し
、
48
億
6,
6
4
6

万
円
と
す
る
も
の
。

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
、

国
・
府
支
出
金
等
返
還
金
の

確
定
に
よ
る
も
の
。
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　歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
1
3
4
万
5
千
円
を
追
加

し
、
4
億
2
，
0
7
8
万
８

千
円
と
す
る
も
の
。

　平
成
23
年
度
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
負
担
金
の
確

定
に
よ
る
も
の
。

　歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
4
8
7
万
6
千
円
を
追
加

し
、
25
億
2
，
0
9
5
万
6

千
円
と
す
る
も
の
。

　介
護
給
付
費
準
備
基
金
積

立
金
と
国
・
府
支
出
金
等
返

還
金
の
確
定
に
よ
る
も
の
。

平
成
24
年
度
熊
取
町
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
2
号
）

         
（
全
会
一
致
）

　予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
３
，
４
６
５
万
４

千
円
を
追
加
し
、
１
１
５
億

６
６
４
万
４
千
円
と
定
め
る

も
の
。

　債
権
保
全
の
た
め
の
弁
護

士
委
託
料
・
不
動
産
登
記
事

務
委
託
料
・
仮
押
さ
え
の
た

め
の
供
託
金
等
１
，
７
２
６

万
８
千
円
。

　農
林
水
産
施
設
災
害
復
旧

費
４
６
６
万
７
千
円
。

　公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧

費
１
，
２
７
１
万
９
千
円
。

　平
成
21
年
７
月
14
日
午
前

損
害
賠
償
の
額
の
決
定

及
び
和
解
に
つ
い
て

         

（
全
会
一
致
）

平
成
24
年
度
熊
取
町
介

護
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
2
号
）

         

（
全
会
一
致
）

土
地
改
良
法
に
基
づ
く

応
急
工
事
計
画
の
策
定

に
つ
い
て 

（
全
会
一
致
）

平
成
24
年
度
熊
取
町
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第

4
号
）      

（
全
会
一
致
）

　住
民
訴
訟
の
控
訴
審
に
お

け
る
早
期
判
決
確
定
に
注
力

す
る
事
が
肝
要
で
あ
る
と
い

う
結
論
に
至
っ
た
た
め
、
取

り
下
げ
す
る
。

恒
常
的
談
合
に
よ
る
損

害
の
早
期
回
復
を
求
め

る
請
願
取
り
下
げ
に
つ

い
て         

（
全
会
一
致
）

　歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
１
８
０
万
７
千
円
を
追
加

し
、
１
，
２
７
４
万
４
千
円

と
す
る
も
の
。

平
成
24
年
度
熊
取
町
墓

地
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
１
号
）

         

（
全
会
一
致
）

　地
方
公
営
企
業
法
第
32
条

第
2
項
の
規
定
に
よ
り
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

　当
年
度
未
処
分
利
益
余
剰

金
1
億
2
，
9
2
4
万
5
，

0
0
4
円
を
減
債
基
金
8
，

0
0
0
万
円
と
翌
年
度
繰
越

利
益
余
剰
金
4
，
9
2
4
万

5
，
0
0
4
円
と
す
る
も
の
。

平
成
23
年
度
熊
取
町
水

道
事
業
会
計
未
処
分
利

益
余
剰
金
の
処
分
に
つ

い
て       

（
全
会
一
致
）

　３
区
画
の
永
代
使
用
料
と

管
理
手
数
料
を
、
墓
地
基
金

に
積
立
す
る
も
の
。

議員の態度表明（○賛成×反対△退場）

備考：（共産）日本共産党熊取町会議員団、（新政）新政クラブ、（一新）一新の会、（公明）熊取公明党、（龍馬）泉州龍馬の会

泉州南消防組合の設置に関する協議について

平成23年度熊取町一般会計歳入歳出決算認定

平成23年度熊取町下水道事業特別会計歳入歳
出決算認定

平成23年度熊取町国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算認定

平成23年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳
入歳出決算認定

住民訴訟・地裁判決の趣旨を尊重する意思表
示を求める請願

議
員
名
会
派

9月定例会審議案件

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○

× × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○○

服部 佐古 藤本 鱧谷 江川 矢野重光 渡辺 奥野田中 白間 坂上

新政 一新 龍馬 共産 龍馬共産 公明 公明 龍馬一新 新政 新政 共産

鈴木
議長

態度が分かれたもののみ表示（議長は、賛否同数の時のみ表明し、議案の成否を決定します）

－

－

－

－

－

11
時
45
分
頃
に
、
熊
取
町
野

田
１
丁
目
で
、
公
用
車
で
１

７
０
号
を
走
行
中
現
場
付
近

の
駐
車
場
へ
入
ろ
う
と
し
た

と
こ
ろ
後
方
か
ら
走
行
し
て

き
た
原
付
バ
イ
ク
と
接
触

し
、
長
期
の
治
療
を
要
す
る

損
傷
を
与
え
た
も
の
。

　損
害
賠
償
額

　１
，
６
４

１
万
４
，
１
０
０
円

　平
成
24
年
６
月
21
日
〜
22

日
の
梅
雨
前
線
豪
雨
に
よ
り

発
生
し
た
農
業
用
施
設
の
災

害
復
旧
事
業
を
実
施
す
る
た

め
、
応
急
工
事
計
画
案
を
提

出
す
る
も
の
。

豪
雨
に
よ
る
農
道
小
谷
中
ノ

谷
線
の
道
路
法
面
崩
壊
。

事
業
費
94
万
３
千
円

豪
雨
に
よ
る
小
谷
水
路
の
水

路
崩
壊
。

　事
業
費
２
２
９
万
８
千
円
。

教育委員会委員の任命同意に
ついて
　教育委員会委員で下中直子
氏の任期が平成24年9月30日
付けで満了するので、再任に
ついて同意を求めるもの。

教育委員会委員の任命同意に
ついて
　教育委員会委員で向井智子
氏の任期が平成24年9月30日
付けで満了するので、後任と
して山本洋子氏を任命するも
の。

人事案件について

　
公
布
の
日
か
ら
施
行
。

　
転
入
促
進
策
と
し
て
新
築

住
宅
の
固
定
資
産
税
の
課
税

免
除
を
行
う
。

軽
減
対
象
：
平
成
25
年
建
築

分
か
ら
27
年
建
築
分
ま
で
の

3
カ
年
の
新
築
分
。
40
歳
以

下
、
既
婚
者
。

　
公
布
の
日
か
ら
施
行
。

　
平
成
35
年
３
月
31
日
ま
で
。

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
で
あ
っ

た
施
設
を
町
民
会
館
分
館
と

し
て
利
用
す
る
。

　
平
成
25
年
4
月
1
日
か
ら

施
行
。

契
約
の
目
的
：
公
共
下
水
道

敷
設
工
事（
小
垣
内
1
丁
目
）

契
約
方
法
：
指
名
競
争
入
札

契
約
の
金
額
：
5,
3
9
7
万

3,
1
5
0
円

契
約
の
相
手
：
中
島
興
業
㈱

熊
取
支
店

　
消
防
力
の
充
実
強
化
と
消

防
業
務
の
効
率
化
を
図
る
た

め
、
泉
佐
野
市
、
泉
南
市
、

阪
南
市
、
田
尻
町
、
岬
町
と

泉
州
南
消
防
組
合
を
設
置
す

る
事
に
関
し
協
議
す
る
。

　
平
成
25
年
3
月
31
日
か
ら

施
行
。

〈
反
対
討
論
〉
日
本
共
産
党

　
こ
の
提
案
は
、
泉
佐
野
市
・

泉
南
市
・
阪
南
市
・
熊
取

町
・
田
尻
町
・
岬
町
の
消
防

が
一
つ
に
な
り
「
消
防
組

合
」
と
し
て
設
立
す
る
た
め

の
も
の
で
る
。
次
の
点
を
指

摘
し
て
反
対
と
す
る
。

①
現
在
の
町
の
消
防
職
員
49

名
。
充
足
率
か
ら
み
る
と
64

名
不
足
し
て
い
る
。
統
合
に

よ
っ
て
充
足
率
は
上
が
る
が

消
防
体
制
の
充
実
と
は
な
ら

な
い
。
ま
た
車
両
は
現
状
維

持
と
の
説
明
で
あ
っ
た
が
劣

化
に
伴
い
低
下
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

②
消
防
職
員
は
「
町
議
会
」

や
「
町
の
会
議
」
に
出
席
し

な
く
な
り
、
住
民
か
ら
遠
い

存
在
に
な
る
こ
と
。
ま
た
、

消
防
団
・
自
主
防
災
組
織
の

事
務
は
町
が
担
当
し
、
消
防

か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
。

③
東
日
本
大
震
災
後
、
今
後

起
こ
り
う
る
東
南
海
・
南
海

地
震
に
そ
な
え
、
防
災
力
の

強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
提
案
は
防
災
力
強

化
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

４
億
2
0
8
万
７
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
そ
れ
ぞ
れ
1
1
4
億

7,
1
9
9
万
円
と
す
る
も
の
。

　
歳
入
で
は
、
地
方
特
例
交

　
熊
取
ア
ト
ム
サ
イ
エ
ン
ス

パ
ー
ク
構
想
の
推
進
を
図
る

た
め
、
熊
取
町
に
事
業
所
等

を
新
設
・
増
設
、
設
備
の
新

設
・
増
設
し
た
者
に
奨
励
措

置
と
し
て
、
固
定
資
産
税
の

不
均
一
課
税
を
講
じ
る
。

軽
減
期
間
：
3
年
間

軽
減
割
合
：
初
年
度
100
％

　
　
　
　
　
2
年
度
75
％

　
　
　
　
　
3
年
度
50
％

　
平
成
26
年
度
分
か
ら
適
用
。

　
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
条
例
改
正
。

　
公
布
の
日
か
ら
施
行
。

　
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
条
例
改
正
。

防
災
会
議
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
全
会
一
致
）

災
害
対
策
本
部
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
全
会
一
致
）

2

9 月 定 例 会9 月 定 例 会9 月 定 例 会
平成24年9月定例会は、9月11日（水）に開会、10月 5 日（金）に閉会しました。
　この議会では、町長提案26件、議員提案 2件、請願 1件を可決しました。

工
事
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て

　
（
全
会
一
致
）

町
民
会
館
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
全
会
一
致
）

平
成
24
年
度
熊
取
町
国

民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）         

（
全
会
一
致
）

新
築
住
宅
に
対
す
る
固

定
資
産
税
の
課
税
免
除

に
関
す
る
条
例

       

　
　（
全
会
一
致
）

泉
州
南
消
防
組
合
の
設

置
に
関
す
る
協
議
に
つ

い
て  

（
賛
成
９
反
対
３
）

平
成
24
年
度
熊
取
町
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第

3
号
）   

　（
全
会
一
致
）

産
業
の
活
性
化
等
の
促

進
に
係
る
固
定
資
産
税

の
特
例
に
関
す
る
条
例       

（
全
会
一
致
）

付
金
1,
4
7
2
万
1
千
円
、

普
通
交
付
税
2
億
4,
1
4
1

万
６
千
円
、
財
政
調
整
基
金

繰
入
金
8
1
1
万
７
千
円
、

臨
時
財
政
対
策
債
5,
8
0
0

万
円
等
に
よ
る
増
額
。

　
歳
出
で
は
、
財
政
調
整
基

金
積
立
金
3
億
6,
0
9
1
万

９
千
円
、
個
別
接
種
委
託
料

1,
3
6
8
万
２
千
円
、
消
防

広
域
化
準
備
負
担
金
1,
3
3
7

万
８
千
円
等
に
よ
る
増
額
。

 

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
3,
9
9
7
万
７
千
円
を

追
加
し
、
48
億
6,
6
4
6

万
円
と
す
る
も
の
。

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
、

国
・
府
支
出
金
等
返
還
金
の

確
定
に
よ
る
も
の
。
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決
算
審
査
特
別
委
員
会
に

付
託
さ
れ
た
平
成
23
年
度
熊

取
町
一
般
会
計
決
算
認
定
に

つ
い
て
の
件
、
ほ
か
７
件
の

特
別
会
計
決
算
の
審
査
を
行

う
た
め
、
９
月
26

日
、
27
日
、
28
日

の
３
日
間
、
決
算

審
査
特
別
委
員
会

を
開
催
し
ま
し

た
。

　
一
般
会
計
決
算

審
査
で
は
、
自
主

財
源
確
保
な
ど
活

発
な
質
疑
応
答
が

あ
り
、
４
会
派
か

ら
意
見
・
要
望
が

出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
に
採
決
を

し
た
結
果
、
賛
成

多
数
で
、
「
原
案

の
と
お
り
認
定
す

べ
き
も
の
」
と
決

定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
土
地
取
得
、
下
水

道
事
業
、
国
民
健
康
保
険
事

業
、
後
期
高
齢
者
医
療
、
介

護
保
険
、
墓
地
事
業
、
水
道

事
業
、
以
上
７
件
を
順
次
審

査
し
、
活
発
な
質
疑
応
答
の

後
、
２
会
派
か
ら
意
見
・
要

望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
採
決

の
結
果
、
賛
成
多
数
あ
る
い

は
賛
成
全
員
で
「
原
案
の
と

お
り
認
定
す
べ
き
も
の
」
と

決
定
し
、
決
算

審
査
特
別
委
員

会
を
閉
会
し
ま

し
た
。

　
10
月
５
日
、

本
会
議
に
お
い

て
「
決
算
審
査

特
別
委
員
会
」

の
審
査
結
果
に

つ
い
て
委
員
長

報
告
を
行
い
、

採
決
の
結
果
、

す
べ
て
の
会
計

決
算
を
認
定
し

ま
し
た
。

会計決算を認定
平成23年度

決算審査特別委員会委員

坂上巳生男
服部　脩二
渡辺　豊子
重光　俊則
鱧谷　陽子
藤本　　龍
佐古　員規

委 員 長
副委員長
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員

　
　
乳
幼
児
医
療
費
公
費
助
成
に
つ
い

て
、
転
入
促
進
事
業
の
施
策
と
し
て
取

り
組
む
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
通
院
医
療

費
助
成
に
つ
い
て
、
対
象
年
齢
の
さ
ら

な
る
拡
大
を
望
む
が
ど
う
か
？

　
　
1
学
年
拡
大
す
れ
ば
約
1,
0
0
0

万
円
必
要
。
財
政
状
況
を
み
な
が
ら
検

討
し
て
い
き
た
い
が
、
地
域
格
差
の
な

い
国
の
医
療
制
度
を
要
望
し
て
い
き
た

い
。

　
　
自
主
財
源
が
減
少
傾
向
の
現
在
、

道
路
占
用
の
申
請
及
び
交
付
の
手
数
料

を
徴
収
し
て
は
い
か
が
か
？

　
　
検
討
す
る
。

　
　
就
学
援
助
費
の
支
給
時
期
を
早
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
？

　
　
他
市
の
事
例
を
研
究
し
検
討
し
た

い
。

　
　
大
阪
府
商
業
活
性
化
総
合
補
助
金

に
つ
い
て
拡
充
な
ど
今
後
の
予
定
は
？

　
　
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
補
助
金
に
利

用
し
た
が
、
今
後
は
観
光
協
会
や
地
場

産
業
支
援
に
努
め
た
い
。

　
　
保
険
料
や
税
金
の
徴
収
に
つ
い
て
、

和
泉
市
や
八
尾
市
で
は
「
徴
収
の
一
元

化
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
熊
取
町
は

ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
？

　
　
税
以
外
の
業
務
も
担
当
課
と
協
議

し
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。
ま
た
、
徴

収
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大
阪
府
O
B
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に
勉
強
会
を
行
っ
て
い
る
。

問答問答問問問 答答答

意見書採択 次の意見書を全会一致で可決し、政府など関係機関に提出しました。

　　泉州第二次医療圏における
　　　　第三次救急医療の充実を求める意見書
　　
　府立泉州救命救急センターを平成25年度から独立行政法

人とし、昨年４月に独立行政法人となった「りんくう総合医

療センター（旧市立泉佐野病院）」にその機能を移管、統合

することを打ち出した。

　医師・看護師不足の影響によって南部地域では救急医療が

十分に確保できていない中、機能を果たしていけるのか危惧

される。

　大阪府が府立泉州救命救急センターを「りんくう総合医療

センター」に移管、統合し、数年で補助金を廃止すると、救

命救急はもとより病院運営まで困難になることは明らかであ

る。よって下記のことを要望する。

１．泉州救命救急センターへの補助金の廃止、削減を行わず、

　　三次救急医療に責任をもつこと。

１．泉州二次医療圏の救急医療・地域医療の充実を図るため、

　　医師・看護師確保の具体策を講じること。

提出先　大阪府知事、大阪府議会

　昨年、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標
準に関する法律が改正され、小学校1年生の学級編制の標準
が引き下げられ、基礎定数化が図られた。今後は上級学年へ
の順次拡大など、着実な実行が重要である。
　将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教
育は極めて重要で、未来への先行投資として、子どもや若者の
学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡
大につなげる必要がある。よって、次のことを要望する。
1　少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、ＯＥＣ
Ｄ諸国並みの豊かな教育環境を整備するため30人学級
とすること。

2　教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育
費国庫負担制度の堅持とともに国負担割合を2分の1に
復元すること。

3　教育条件の格差解消を図るため、地方交付税を含む国に
おける教育予算を拡充すること。

提出先　衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

　　　　財務大臣、文部科学大臣、内閣官房長官

決算審査特別委員会における主な質疑応答決算審査特別委員会における主な質疑応答

　　30人学級実現、義務教育費
　　　　　　国庫負担制度拡充を求める意見書
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内側：財源別
自主財源：町が自主的に収入することができる財源
依存財源：国や府から交付される財源
　
外側：歳入の区分
町税：町民税、固定資産税、軽自動車税等。
地方交付税：地方公共団体が等しく事務を遂行できるよう国が交付。
国庫支出金：国から使途が特定されている費用を交付。
町債：借り入れ。（借金）
府支出金：府から使途が特定されている費用を交付

内側：目的別（行政分野別）
総務費：徴税、戸籍住民基本台帳、選挙、監査等
民生費：高齢者・児童・障がい者福祉等
衛生費：清掃、保健衛生、母子衛生等
農林水産業費：農業改良普及、農業基盤整備等
商工費：中小企業育成、企業誘致、観光等
土木費：道路橋りょう建設・管理、河川管理、下水等
消防費：常備消防費、消防団費、消防施設費等
教育費：教育委員会、小学校、中学校、社会教育等
公債費：借金を返す費用
議会費：議会運営費
繰り出し金：特別会計へ繰り出し
　
外側：性質別（経費別）
人件費：職員人件費
物件費：委託料、臨時職員賃金、光熱水料等
補助費等：民間保育所補助金等
投資的経費：普通建設事業・災害復旧事業等
維持補修費：各種修繕費
扶助費：児童福祉法、老人福祉法等に基づき支給する費用。
公債費：借金を返した費用
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府内町村平均
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一般会計借金現在高

特別会計借金残高

■ 基金現在高

国民健康保険

老人保健

介護保健

墓地事業

下水道事業

水道事業

後期高齢者医療

9,958,983

9,443,730

8,279,844

9,355,949
9,387,641

9,127,797

7,967,035 7,754,5648,131,342
8,380,742

4,791,024

4,361,325
3,966,302 3,951,274 3,984,305

4,075,398

経常収支比率の推移

町債（借金）の推移

基金（貯金）現在高の推移

特別会計における歳出の推移

自治体の財政構造の弾力性を表す指標
（100に近づく程弾力性がなくなる）

＊水道事業は、収益的事業（給配水事業）と資本的事業（設備投資
　事業）を合計しています。
＊「老人保健」は「後期高齢者医療」に移行
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平成23年度
一般会計

歳入
111億4,463万5千円

外側：歳入の区分

平成23年度　歳入歳出差引額　　2億487万1千円
　　　　　　翌年繰越額　　　　   7,299万円（繰越事業等）
　　　　　　実質収支　　　　 1億3,188万1千円（黒字分）

内側：財源別

自主財源
　47.4%

町税
39.1%

地方交付税　20.5%

国庫支出金
10.3%

町債
7.4%

府支出金
8.2%  

その他
   13.8%

依存財源
　52.6%

繰入金
0.7%

人件費
28.2％

総務費
15.3％

土木費
7.4％

消防費 4.2％

教育費
11.2％

公債費
11.2％

災害復旧費 0.4％

議会費
1.3％

民生費
36.4％

衛生費
11.2

商工費 0.5％

農林水産業費
             0.8％

物件費
17.3％

補助費等
4.6％

投資的
経費
6.1％維持補修費 1.3％

扶助費
17.6％

公債費
11.2％

投資及び出資金 0.3％
繰り出し金

11.9％

外側：性質別（経費別）
内側：目的別
　　　（行政分野別）

積立金 1.5％

平成23年度
一般会計

歳出
109億3,976万4千円
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1　少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、ＯＥＣ
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◆

◆

●

● ●
●

●

●

●

●

●

■

■

■ ■ ■
■

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

◆

◆

◆
◆

◆

×
× ×

×
×

△

△
△

△ △

▲

● ● ●

■
■

■
■

■

5,000,000

4,500,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
■

■ ■

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

H23年度

H23年度

H23年度

千円

千円

12,000,000

11,000,000

10,000,000

9,000,000

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

千円

％

93.6 93.6

98.3

96.2
95.6

94.3

93.6

91.5

97.2
97.6

94.3

93.0

90.9

●

■

◆ 熊取町

府内町村平均

府内市町村平均

●

■

一般会計借金現在高

特別会計借金残高

■ 基金現在高

国民健康保険

老人保健

介護保健

墓地事業

下水道事業

水道事業

後期高齢者医療

9,958,983

9,443,730

8,279,844

9,355,949
9,387,641

9,127,797

7,967,035 7,754,5648,131,342
8,380,742

4,791,024

4,361,325
3,966,302 3,951,274 3,984,305

4,075,398

経常収支比率の推移

町債（借金）の推移

基金（貯金）現在高の推移

特別会計における歳出の推移

自治体の財政構造の弾力性を表す指標
（100に近づく程弾力性がなくなる）

＊水道事業は、収益的事業（給配水事業）と資本的事業（設備投資
　事業）を合計しています。
＊「老人保健」は「後期高齢者医療」に移行

平成23年度熊取町一般・特別会計決算状況平成23年度熊取町一般・特別会計決算状況平成23年度熊取町一般・特別会計決算状況

▲ ▲
■

■

●▲

平成23年度
一般会計

歳入
111億4,463万5千円

外側：歳入の区分

平成23年度　歳入歳出差引額　　2億487万1千円
　　　　　　翌年繰越額　　　　   7,299万円（繰越事業等）
　　　　　　実質収支　　　　 1億3,188万1千円（黒字分）

内側：財源別

自主財源
　47.4%

町税
39.1%

地方交付税　20.5%

国庫支出金
10.3%

町債
7.4%

府支出金
8.2%  

その他
   13.8%

依存財源
　52.6%

繰入金
0.7%

人件費
28.2％

総務費
15.3％

土木費
7.4％

消防費 4.2％

教育費
11.2％

公債費
11.2％

災害復旧費 0.4％

議会費
1.3％

民生費
36.4％

衛生費
11.2

商工費 0.5％

農林水産業費
             0.8％

物件費
17.3％

補助費等
4.6％

投資的
経費
6.1％維持補修費 1.3％

扶助費
17.6％

公債費
11.2％

投資及び出資金 0.3％
繰り出し金

11.9％

外側：性質別（経費別）
内側：目的別
　　　（行政分野別）

積立金 1.5％

平成23年度
一般会計

歳出
109億3,976万4千円
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③
減
少
す
る
税
収
入
の
対
策

と
し
て
担
税
力
の
あ
る
働
き

盛
り
の
現
役
世
代
の
転
入
促

進
の
た
め
に
、
保
育
料
の
値

下
げ
、
幼
稚
園
就
園
補
助
金

の
復
活
、
通
院
に
関
し
乳
幼

児
医
療
費
交
付
負
担
の
中
学

生
ま
で
の
延
長
施
策
を
行
わ

れ
た
い
。

④
箱
も
の
行
政
の
象
徴
と
な

る
で
あ
ろ
う
（
仮
称
）
え
い

ら
く
公
園
設
置
計
画
を
中
止

し
、
よ
り
住
民
の
ニ
ー
ズ
の

高
い
安
全
通
学
路
の
確
保
や

生
活
道
路
の
整
備
に
資
本
投

資
を
行
わ
れ
た
い
。

⑤
高
齢
者
の
医
療
費
低
減
は

非
常
に
重
要
な
施
策
で
あ

り
、
高
齢
者
が
元
気
に
活
動

で
き
る
場
を
確
保
す
る
た
め

に
、
関
連
す
る
補
助
金
の
見

直
し
を
含
め
て
長
期
的
施
策

を
検
討
さ
れ
た
い
。

化
、
効
率
化
の
推
進
。
徴
収

に
は
丁
寧
な
対
応
を
。

  

日
本
共
産
党

①
下
水
道
料
金
の
値
上
げ
は
残

念
で
あ
る
。
福
祉
減
免
を
検
討

さ
れ
た
い
。

②
国
民
健
康
保
険
料
の
負
担
は

限
界
で
あ
る
。
保
険
料
抑
制
の

た
め
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
な
ど
検
討
さ
れ
た
い
。

保
険
料
減
免
を
拡
充
し
、
丁
寧

な
納
付
相
談
に
努
め
ら
れ
た

い
。

③
介
護
保
険
料
減
免
の
拡
充
、

利
用
料
減
免
の
創
設
を
実
現
さ

れ
た
い
。

④
上
水
道
の
老
朽
管
敷
設
替

え
、
設
備
の
耐
震
化
を
進
め
、

震
災
時
の
給
水
体
制
を
構
築
さ

れ
た
い
。
福
祉
減
免
を
検
討
さ

れ
た
い
。

  

熊
取
公
明
党

①
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
普

及
率
や
使
用
料
が
拡
大
す
る

地
域
へ
の
建
設
整
備
計
画
の

推
進
、
収
納
率
の
向
上
。

②
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計　特

定
健
診
の
受
診
率
の
向

上
、
健
康
指
導
や
健
康
づ
く

り
事
業
の
推
進
。
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
に
つ
い
て
「
呉

方
式
」
に
よ
る
個
別
差
額
通

知
の
拡
大
。

③
介
護
保
険
特
別
会
計

　介
護
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
が

88
人
増
え
て
、
保
険
給
付
費

が
1
億
4,
7
0
0
万
円
増

加
。
従
来
の
介
護
予
防
事
業

の
み
で
は
な
く
、
「
脳
の
健

康
教
室
」
な
ど
、
さ
ら
な
る

介
護
予
防
事
業
の
取
り
組
み

の
推
進
。

④
水
道
事
業
会
計

　よ
り
一
層
の
経
営
の
合
理

特
別
会
計
決
算
の
意
見
・
要
望

本会議での決算（一般会計・特別会計）に対する討論

《日本共産党》

　一般会計決算反対理由の第１は、保育料値上げが
予定されていたこと。（24年4月に引き上げ）若い
世代への配慮に欠ける。
　第２は、職員削減の問題。退職者の補充は原則２
分の１ということで、勧奨退職がふえるにつれて職
員数は減り、非正規の職員は増加、正職員の責任は
重くなっている。災害に強いまちづくりのために
も、必要な職員は十分に確保すべき。
　第３は、住民訴訟に対する態度。地裁の審理で
は、町側は「談合があったかどうかわからない」と
いう態度に終始し、住民側主張に対立してきた。刑
事判決で、「組合は設立当初から談合を行ってきて
いた」との記述があるにもかかわらず、不誠実な態
度だ。これらの理由により反対する。
　下水道事業特別会計反対理由は、１月からの下水

〈反対討論〉〈反対討論〉 道使用料の値上げが実施され、利用者負担が増えた
こと。また、福祉減免など低所得者への配慮がな
い。
国民健康保険特別会計は、限度額引き上げで中・低
所得者の軽減を図ろうとしているが、このやり方は
限界だ。高過ぎる国保料は、一般会計からの繰り入
れを増やし、短期保険証や資格証明書の発行は極力
避けるべき。払いたくても高過ぎて払えない国保料
になっていることを踏まえ、生活状況をしっかり把
握した納付相談が求められる。資格証発行が受診抑
制を生む危険な状態だ。減免制度の拡充も求められ
る。
後期高齢者医療は、民主党政権が公約に反して現状
維持を続けている。制度そのものの廃止を求めてい
る立場から反対である。

く
れ
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　３
年
連
続
で
財
政
調
整
基

金
を
取
り
崩
す
こ
と
な
く
１

億
３
，１
８
８
万
１
，３
０
７

円
の
黒
字
と
な
っ
た
も
の

の
、
依
存
財
源
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
状
況
を
ふ
ま
え
以

下
を
要
望
す
る
。

①
自
主
財
源
の
確
保
。
当
年

度
も
歳
入
の
過
半
数
が
依
存

財
源
で
あ
り
、
町
税
増
や
、

諸
収
入
と
し
て
有
料
広
告
の

拡
充
や
道
路
占
用
に
係
る
申

請
・
交
付
の
手
数
料
徴
収
の

制
度
化
な
ど
の
自
主
財
源
の

更
な
る
確
保
。

②
働
き
世
代
の
転
入
促
進
策

の
拡
充
及
び
柔
軟
な
検
証
見

直
し
と
企
業
誘
致
策
の
更
な

る
拡
充
。

③
農
商
工
業
の
活
性
化
策
と

し
て
産
業
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
を

も
と
に
地
場
産
業
振
興
と
補

新
政
ク
ラ
ブ

一
新
の
会

①
現
在
の
性
質
別
費
用
管
理

で
は
、
経
費
削
減
の
た
め
の

具
体
的
な
問
題
点
を
見
つ
け

て
改
善
し
て
い
く
の
は
困
難

で
あ
る
。
主
要
事
業
に
つ
い

て
事
業
別
予
算
管
理
方
式
を

早
急
に
導
入
さ
れ
た
い
。

②
税
の
徴
収
率
の
さ
ら
な
る

向
上
を
は
か
る
た
め
法
に
基

づ
い
た
税
の
徴
収
を
行
わ
れ

た
い
。
特
に
10
年
を
越
え
る

分
納
を
認
め
る
よ
う
な
徴
収

を
改
め
、
課
税
の
公
平
を
実

現
さ
れ
た
い
。

泉
州
龍
馬
の
会

助
金
創
設
な
ど
熊
取
ブ
ラ
ン

ド
の
開
発
・
商
品
化
支
援

と
、
に
ぎ
わ
い
観
光
協
会
等

へ
の
支
援
。 

④
子
育
て
支
援
。
つ
ど
い
の

広
場
の
拡
充
な
ど
次
世
代
育

成
支
援
の
更
な
る
拡
充
と
き

め
細
か
な
格
差
の
な
い
サ
ー

ビ
ス
の
実
施
、
そ
し
て
少
子

化
対
策
と
し
て
の
町
独
自
の

積
極
的
な
取
組
の
推
進
。

⑤
教
育
。
通
学
路
の
安
全
確

保
の
対
応
策
の
早
期
改
善
に

向
け
て
の
取
組
強
化
と
い
じ

め
や
不
登
校
問
題
に
対
し
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
の

更
な
る
増
員
や
通
級
教
室
の

拡
充
、
ま
た
、
学
校
図
書
の

④
男
女
共
同
参
画
社
会

　男
女
共
同
参
画
推
進
条
例

の
制
定
。
D
V
被
害
者
の
自

立
支
援
対
策
の
充
実
。

⑤
健
康
づ
く
り
の
充
実

　が
ん
検
診
の
受
診
率
の
向

上
。
子
宮
頸
が
ん
・
ヒ
ブ
・

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の
定
期

接
種
へ
の
推
進
。

⑥
自
殺
防
止
対
策

「
心
の
体
温
計
」
の
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
導
入
。

⑦
不
法
投
棄
防
止
対
策
放
置

自
転
車
防
止
対
策
の
強
化
と

さ
ら
な
る
有
効
活
用
の
推
進
。

⑧
防
災
・
減
災
対
策

　女
性
の
視
点
を
生
か
し
た

地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
、

道
路
や
橋
の
長
寿
命
化
、
学

校
の
非
構
造
物
材
の
耐
震

化
、
木
造
住
宅
の
耐
震
化
、

家
具
の
固
定
化
。

⑨
通
学
路
の
安
全
対
策
の
重

点
的
な
取
り
組
み
。

⑩
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導

入
・
エ
コ
対
策
と
し
て
、
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
補

助
制
度
の
継
続
。

⑪
補
助
金
交
付
に
つ
い
て

  

熊
取
公
明
党

①
自
主
財
源
の
確
保

　第
2
次
行
革
プ
ラ
ン
に
基

づ
く
行
政
事
業
の
見
直
し
等

歳
出
削
減
、
転
入
促
進
策
や

企
業
誘
致
や
観
光
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
事
業
の
推
進
、
徴
収

率
の
向
上
等
。

②
子
育
て
支
援
の
拡
充

　子
ど
も
医
療
費
の
通
院
医

療
費
助
成
の
さ
ら
な
る
拡
充
。

③
児
童
福
祉
と
学
校
教
育

　き
め
細
や
か
な
相
談
体

制
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
等
の
拡
充
。
放
課

後
子
ど
も
教
室
、
特
別
支
援

教
育
の
充
実
。

一
般
会
計
決
算
の
意
見
・
要
望

①
転
入
促
進
、
産
業
振
興
の

具
体
化
で
税
収
確
保
。
固
定

資
産
税
の
低
所
得
者
向
け
減

免
拡
充
を
求
め
る
。

②
保
育
士
な
ど
恒
常
的
業
務

は
正
職
員
で
賄
え
る
よ
う
、

職
員
採
用
に
努
め
ら
れ
た
い
。

③
防
災
計
画
見
直
し
や
消
防

広
域
化
に
対
応
で
き
る
よ

う
、
必
要
な
人
員
の
配
置
、

課
題
の
整
理
・
具
体
化
に
努

め
ら
れ
た
い
。

④
子
ど
も
医
療
費
の
通
院
補

助
拡
大
の
具
体
化
を
。
虐
待

対
応
な
ど
、
相
談
業
務
の
職

員
を
充
実
さ
れ
た
い
。

⑤
遺
児
福
祉
年
金
・
就
学
経

費
助
成
は
継
続
求
め
る
。

⑥「
い
じ
め
」に
つ
い
て
は
、

生
徒
の
サ
イ
ン
を
受
け
止
め

ら
れ
る
よ
う
、
教
員
の
勤
務

状
態
の
改
善
を
望
む
。
就
学

援
助
の
支
給
開
始
が
４
月
に

日
本
共
産
党

な
る
よ
う
検
討
さ
れ
た
い
。

⑦
緊
急
通
報
装
置
の
貸
出
制

度
を
広
く
知
ら
せ
、
制
度
の

改
善
に
努
め
ら
れ
た
い
。

⑧
ご
み
の
不
法
投
棄
対
策
を

強
め
、「
小
型
不
燃
ゴ
ミ
」
定

期
収
集
も
検
討
さ
れ
た
い
。

⑨
ひ
ま
わ
り
バ
ス
の
高
齢
者

向
け
割
引
な
ど
、
検
討
さ
れ

た
い
。

⑩
過
去
の
談
合
に
つ
い
て
の

「
地
裁
判
決
」
を
重
く
受
け

止
め
、
住
民
の
利
益
を
守
る

立
場
で
早
期
解
決
を
。

デ
ー
タ
化
に
よ
る
一
元
化
な

ど
の
教
育
環
境
の
更
な
る
改

善
、
青
少
年
健
全
育
成
支
援

と
し
て
野
外
活
動
ふ
れ
あ
い

広
場
の
シ
ャ
ワ
ー
設
置
な
ど

更
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
。

⑥
熊
取
ア
ト
ム
サ
イ
エ
ン
ス

パ
ー
ク
構
想
（
Ｂ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
）

の
早
期
実
用
化
に
向
け
て
、

町
か
ら
積
極
的
な
取
組

⑦
貝
塚
市
と
の
飛
び
地
に
早

期
解
決
。

　監
査
委
員
報
告
に
よ
る
と

剰
余
金
が
発
生
し
て
い
る
事

業
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
補

助
金
事
業
に
つ
い
て
の
使
途

の
確
認
と
透
明
性
。
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③
減
少
す
る
税
収
入
の
対
策

と
し
て
担
税
力
の
あ
る
働
き

盛
り
の
現
役
世
代
の
転
入
促

進
の
た
め
に
、
保
育
料
の
値

下
げ
、
幼
稚
園
就
園
補
助
金

の
復
活
、
通
院
に
関
し
乳
幼

児
医
療
費
交
付
負
担
の
中
学

生
ま
で
の
延
長
施
策
を
行
わ

れ
た
い
。

④
箱
も
の
行
政
の
象
徴
と
な

る
で
あ
ろ
う
（
仮
称
）
え
い

ら
く
公
園
設
置
計
画
を
中
止

し
、
よ
り
住
民
の
ニ
ー
ズ
の

高
い
安
全
通
学
路
の
確
保
や

生
活
道
路
の
整
備
に
資
本
投

資
を
行
わ
れ
た
い
。

⑤
高
齢
者
の
医
療
費
低
減
は

非
常
に
重
要
な
施
策
で
あ

り
、
高
齢
者
が
元
気
に
活
動

で
き
る
場
を
確
保
す
る
た
め

に
、
関
連
す
る
補
助
金
の
見

直
し
を
含
め
て
長
期
的
施
策

を
検
討
さ
れ
た
い
。

化
、
効
率
化
の
推
進
。
徴
収

に
は
丁
寧
な
対
応
を
。

  

日
本
共
産
党

①
下
水
道
料
金
の
値
上
げ
は
残

念
で
あ
る
。
福
祉
減
免
を
検
討

さ
れ
た
い
。

②
国
民
健
康
保
険
料
の
負
担
は

限
界
で
あ
る
。
保
険
料
抑
制
の

た
め
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
な
ど
検
討
さ
れ
た
い
。

保
険
料
減
免
を
拡
充
し
、
丁
寧

な
納
付
相
談
に
努
め
ら
れ
た

い
。

③
介
護
保
険
料
減
免
の
拡
充
、

利
用
料
減
免
の
創
設
を
実
現
さ

れ
た
い
。

④
上
水
道
の
老
朽
管
敷
設
替

え
、
設
備
の
耐
震
化
を
進
め
、

震
災
時
の
給
水
体
制
を
構
築
さ

れ
た
い
。
福
祉
減
免
を
検
討
さ

れ
た
い
。

  

熊
取
公
明
党

①
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
普

及
率
や
使
用
料
が
拡
大
す
る

地
域
へ
の
建
設
整
備
計
画
の

推
進
、
収
納
率
の
向
上
。

②
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計　特

定
健
診
の
受
診
率
の
向

上
、
健
康
指
導
や
健
康
づ
く

り
事
業
の
推
進
。
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
に
つ
い
て
「
呉

方
式
」
に
よ
る
個
別
差
額
通

知
の
拡
大
。

③
介
護
保
険
特
別
会
計

　介
護
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
が

88
人
増
え
て
、
保
険
給
付
費

が
1
億
4,
7
0
0
万
円
増

加
。
従
来
の
介
護
予
防
事
業

の
み
で
は
な
く
、
「
脳
の
健

康
教
室
」
な
ど
、
さ
ら
な
る

介
護
予
防
事
業
の
取
り
組
み

の
推
進
。

④
水
道
事
業
会
計

　よ
り
一
層
の
経
営
の
合
理

特
別
会
計
決
算
の
意
見
・
要
望

本会議での決算（一般会計・特別会計）に対する討論

《日本共産党》

　一般会計決算反対理由の第１は、保育料値上げが
予定されていたこと。（24年4月に引き上げ）若い
世代への配慮に欠ける。
　第２は、職員削減の問題。退職者の補充は原則２
分の１ということで、勧奨退職がふえるにつれて職
員数は減り、非正規の職員は増加、正職員の責任は
重くなっている。災害に強いまちづくりのために
も、必要な職員は十分に確保すべき。
　第３は、住民訴訟に対する態度。地裁の審理で
は、町側は「談合があったかどうかわからない」と
いう態度に終始し、住民側主張に対立してきた。刑
事判決で、「組合は設立当初から談合を行ってきて
いた」との記述があるにもかかわらず、不誠実な態
度だ。これらの理由により反対する。
　下水道事業特別会計反対理由は、１月からの下水

〈反対討論〉〈反対討論〉 道使用料の値上げが実施され、利用者負担が増えた
こと。また、福祉減免など低所得者への配慮がな
い。
国民健康保険特別会計は、限度額引き上げで中・低
所得者の軽減を図ろうとしているが、このやり方は
限界だ。高過ぎる国保料は、一般会計からの繰り入
れを増やし、短期保険証や資格証明書の発行は極力
避けるべき。払いたくても高過ぎて払えない国保料
になっていることを踏まえ、生活状況をしっかり把
握した納付相談が求められる。資格証発行が受診抑
制を生む危険な状態だ。減免制度の拡充も求められ
る。
後期高齢者医療は、民主党政権が公約に反して現状
維持を続けている。制度そのものの廃止を求めてい
る立場から反対である。

く
れ
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　３
年
連
続
で
財
政
調
整
基

金
を
取
り
崩
す
こ
と
な
く
１

億
３
，１
８
８
万
１
，３
０
７

円
の
黒
字
と
な
っ
た
も
の

の
、
依
存
財
源
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
状
況
を
ふ
ま
え
以

下
を
要
望
す
る
。

①
自
主
財
源
の
確
保
。
当
年

度
も
歳
入
の
過
半
数
が
依
存

財
源
で
あ
り
、
町
税
増
や
、

諸
収
入
と
し
て
有
料
広
告
の

拡
充
や
道
路
占
用
に
係
る
申

請
・
交
付
の
手
数
料
徴
収
の

制
度
化
な
ど
の
自
主
財
源
の

更
な
る
確
保
。

②
働
き
世
代
の
転
入
促
進
策

の
拡
充
及
び
柔
軟
な
検
証
見

直
し
と
企
業
誘
致
策
の
更
な

る
拡
充
。

③
農
商
工
業
の
活
性
化
策
と

し
て
産
業
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
を

も
と
に
地
場
産
業
振
興
と
補

新
政
ク
ラ
ブ

一
新
の
会

①
現
在
の
性
質
別
費
用
管
理

で
は
、
経
費
削
減
の
た
め
の

具
体
的
な
問
題
点
を
見
つ
け

て
改
善
し
て
い
く
の
は
困
難

で
あ
る
。
主
要
事
業
に
つ
い

て
事
業
別
予
算
管
理
方
式
を

早
急
に
導
入
さ
れ
た
い
。

②
税
の
徴
収
率
の
さ
ら
な
る

向
上
を
は
か
る
た
め
法
に
基

づ
い
た
税
の
徴
収
を
行
わ
れ

た
い
。
特
に
10
年
を
越
え
る

分
納
を
認
め
る
よ
う
な
徴
収

を
改
め
、
課
税
の
公
平
を
実

現
さ
れ
た
い
。

泉
州
龍
馬
の
会

助
金
創
設
な
ど
熊
取
ブ
ラ
ン

ド
の
開
発
・
商
品
化
支
援

と
、
に
ぎ
わ
い
観
光
協
会
等

へ
の
支
援
。 

④
子
育
て
支
援
。
つ
ど
い
の

広
場
の
拡
充
な
ど
次
世
代
育

成
支
援
の
更
な
る
拡
充
と
き

め
細
か
な
格
差
の
な
い
サ
ー

ビ
ス
の
実
施
、
そ
し
て
少
子

化
対
策
と
し
て
の
町
独
自
の

積
極
的
な
取
組
の
推
進
。

⑤
教
育
。
通
学
路
の
安
全
確

保
の
対
応
策
の
早
期
改
善
に

向
け
て
の
取
組
強
化
と
い
じ

め
や
不
登
校
問
題
に
対
し
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
の

更
な
る
増
員
や
通
級
教
室
の

拡
充
、
ま
た
、
学
校
図
書
の

④
男
女
共
同
参
画
社
会

　男
女
共
同
参
画
推
進
条
例

の
制
定
。
D
V
被
害
者
の
自

立
支
援
対
策
の
充
実
。

⑤
健
康
づ
く
り
の
充
実

　が
ん
検
診
の
受
診
率
の
向

上
。
子
宮
頸
が
ん
・
ヒ
ブ
・

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の
定
期

接
種
へ
の
推
進
。

⑥
自
殺
防
止
対
策

「
心
の
体
温
計
」
の
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
導
入
。

⑦
不
法
投
棄
防
止
対
策
放
置

自
転
車
防
止
対
策
の
強
化
と

さ
ら
な
る
有
効
活
用
の
推
進
。

⑧
防
災
・
減
災
対
策

　女
性
の
視
点
を
生
か
し
た

地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
、

道
路
や
橋
の
長
寿
命
化
、
学

校
の
非
構
造
物
材
の
耐
震

化
、
木
造
住
宅
の
耐
震
化
、

家
具
の
固
定
化
。

⑨
通
学
路
の
安
全
対
策
の
重

点
的
な
取
り
組
み
。

⑩
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導

入
・
エ
コ
対
策
と
し
て
、
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
補

助
制
度
の
継
続
。

⑪
補
助
金
交
付
に
つ
い
て

  

熊
取
公
明
党

①
自
主
財
源
の
確
保

　第
2
次
行
革
プ
ラ
ン
に
基

づ
く
行
政
事
業
の
見
直
し
等

歳
出
削
減
、
転
入
促
進
策
や

企
業
誘
致
や
観
光
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
事
業
の
推
進
、
徴
収

率
の
向
上
等
。

②
子
育
て
支
援
の
拡
充

　子
ど
も
医
療
費
の
通
院
医

療
費
助
成
の
さ
ら
な
る
拡
充
。

③
児
童
福
祉
と
学
校
教
育

　き
め
細
や
か
な
相
談
体

制
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
等
の
拡
充
。
放
課

後
子
ど
も
教
室
、
特
別
支
援

教
育
の
充
実
。

一
般
会
計
決
算
の
意
見
・
要
望

①
転
入
促
進
、
産
業
振
興
の

具
体
化
で
税
収
確
保
。
固
定

資
産
税
の
低
所
得
者
向
け
減

免
拡
充
を
求
め
る
。

②
保
育
士
な
ど
恒
常
的
業
務

は
正
職
員
で
賄
え
る
よ
う
、

職
員
採
用
に
努
め
ら
れ
た
い
。

③
防
災
計
画
見
直
し
や
消
防

広
域
化
に
対
応
で
き
る
よ

う
、
必
要
な
人
員
の
配
置
、

課
題
の
整
理
・
具
体
化
に
努

め
ら
れ
た
い
。

④
子
ど
も
医
療
費
の
通
院
補

助
拡
大
の
具
体
化
を
。
虐
待

対
応
な
ど
、
相
談
業
務
の
職

員
を
充
実
さ
れ
た
い
。

⑤
遺
児
福
祉
年
金
・
就
学
経

費
助
成
は
継
続
求
め
る
。

⑥「
い
じ
め
」に
つ
い
て
は
、

生
徒
の
サ
イ
ン
を
受
け
止
め

ら
れ
る
よ
う
、
教
員
の
勤
務

状
態
の
改
善
を
望
む
。
就
学

援
助
の
支
給
開
始
が
４
月
に

日
本
共
産
党

な
る
よ
う
検
討
さ
れ
た
い
。

⑦
緊
急
通
報
装
置
の
貸
出
制

度
を
広
く
知
ら
せ
、
制
度
の

改
善
に
努
め
ら
れ
た
い
。

⑧
ご
み
の
不
法
投
棄
対
策
を

強
め
、「
小
型
不
燃
ゴ
ミ
」
定

期
収
集
も
検
討
さ
れ
た
い
。

⑨
ひ
ま
わ
り
バ
ス
の
高
齢
者

向
け
割
引
な
ど
、
検
討
さ
れ

た
い
。

⑩
過
去
の
談
合
に
つ
い
て
の

「
地
裁
判
決
」
を
重
く
受
け

止
め
、
住
民
の
利
益
を
守
る

立
場
で
早
期
解
決
を
。

デ
ー
タ
化
に
よ
る
一
元
化
な

ど
の
教
育
環
境
の
更
な
る
改

善
、
青
少
年
健
全
育
成
支
援

と
し
て
野
外
活
動
ふ
れ
あ
い

広
場
の
シ
ャ
ワ
ー
設
置
な
ど

更
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
。

⑥
熊
取
ア
ト
ム
サ
イ
エ
ン
ス

パ
ー
ク
構
想
（
Ｂ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
）

の
早
期
実
用
化
に
向
け
て
、

町
か
ら
積
極
的
な
取
組

⑦
貝
塚
市
と
の
飛
び
地
に
早

期
解
決
。

　監
査
委
員
報
告
に
よ
る
と

剰
余
金
が
発
生
し
て
い
る
事

業
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
補

助
金
事
業
に
つ
い
て
の
使
途

の
確
認
と
透
明
性
。
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平成24年6月28日

熊取町議会議長　鈴木　実　様

熊取町議会議員　佐古　員規

申　立　書
　先日の6月27日、6月定例議会最終日において、
議員提出議案第8号中西町長に「大阪地裁の談合
に対する損害賠償請求判決」を尊重した姿勢を求
める決議の審査中、藤本龍議員から「あなたの存
在意義はありません」「あなたみたいな方が受
かっているっていうのは、非常に私は残念だ」等
の私個人の存在を侮辱する発言がありました。

・・・略・・・

　本会議場により心からの謝罪を求め、文面を
もっての謝罪を要求するものであります。
　また、言動が改まらない場合は議員辞職勧告決
議案の採択も視野に入れる必要があると考えま
す。

平成24年9月11日

熊取町議会議長　鈴木　実　様

泉州龍馬の会　藤本　　龍

９月議会での佐古議員への謝罪について

　平成24年9月の本会議における佐古議員への謝罪は
下記内容で行いたいと考えております。なにとぞご了
承いただけますようお願いします。
＜謝罪内容＞
　平成24年6月27日の本会議の「中西町長に「大阪地裁
の談合に対する損害賠償請求判決」を尊重した姿勢を
求める決議（案）」に関連した自由討議におきまして、
佐古議員に対して「議員としての存在意義を否定す
る」発言に至りましたことを深くお詫び申し上げます。
　本件につきましては、鈴木議長からも厳重注意を受
けたところであります。
　今後は、議会人として、議会基本条例及び議会議員
政治倫理条例制定の精神を肝に銘じ、今後は議員とし
ての信頼を損なうことがないよう誠心誠意努力いたす
所存でありますので、引き続きご指導ご鞭撻賜ります
ようお願い申し上げます。

以上

請願代表者　
　熊取町社会保障推進協議会・準備会　音田  篤

紹介議員　坂上巳生男　　江川　慶子　　藤本　　龍　　重光　俊則　　鱧谷　陽子　　奥野　博通

請願への賛同署名　690筆

請願趣旨
　大阪府は「財政構造改革プラン」に基づき、救命救急センターへの財政支援を削減・廃止しようとしている。
　熊取町民の救命救急医療を維持・改善するために、府立泉州救命救急センターの存続と充実を願って大阪
府（知事及び議会）に予定の中止・「見直し」を求める下記３項目の内容の意見書を採択することを請願する。

１．大阪府は、第三次救命救急医療、泉州救命救急センターに責任を持つこと。
２．大阪府は、泉州救命救急センターの補助金の削減・廃止を行わず、さらに拡充すること。
３．大阪府は、第二次医療圏、泉州各市町の医師・看護師確保の具体策を講じること。

大阪府に府立泉州救命救急センターの
　　　　　維持・充実を求める意見書の採択を求める請願

全会一致で採択
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一般会計について

　実質収支については、「行財政
構造改革プラン・アクションプロ
グラム」の改革項目の実行によ
り、財源確保・経費削減により成
果を上げたことを評価する。
　また、実質収支黒字は、48年間
連続で維持されており、長期にわ
たる安定した運営も評価する。
　町制施行60周年にあたり、各
種イベントを盛大に開催し、新
たなマスコット「メジーナちゃ
ん」が誕生した。
　「ホームスタート事業」への支
援、保育所施設整備補助、子宮頸が
ん、ヒブ、小児用肺炎球菌の各ワク
チン接種の公費負担、にぎわい観
光大使の任命等各種事業・施策の
推進は評価する。みんなが主役「や
すらぎと健康文化のまち」の実現
に全力を挙げていただきたい。
特別会計について

　下水道事業特別会計は、経営基
盤の強化と一般会計繰入金の削減
に努められたことは評価する。
　国民健康保険事業特別会計は、
実質収支について、4年ぶりに黒字
となり、2年連続で収納率が改善し
たことも評価する。
　後期高齢者医療特別会計は、
実質収支は黒字で安定してい
る。
　介護保険特別会計は、独居高齢
者に、新たに「電話等による見守
り」を開始したことを評価する。
墓地事業特別会計及び土地取得特
別会計は、適切に処理、運営され
ている。水道事業会計は、「第二
次水道事業中期経営プラン」に基
づき、用途別から口径別へ水道料
金体系を見直し、料金の値下げを
実施し、計画的で健全な運営によ
る黒字決算となっており、評価す
る。

泉州龍馬の会

　行財政改革に関して、
「第２次行財政構造改革
アクションプログラム」
の多くの改革項目での目
標達成等に関して一定の
評価ができる。
　しかしながら、現在の
デフレ不況及び高齢化の
進展により、熊取町の財
政の緊迫度合が高まって
いるのは目に見えてい
る。その中で、自立でき
る行財政を構築していく
には、さらなる経費削減
と事務の効率化が必要で
ある。以下に要望を示す。
（1）主要な多くの事業に
ついては、「事業別予
算管理方式」を早急に
導入されたい。

（2）税の徴収率のさらな
る向上をはかるため法
に基づいた徴収行政を
行われたい。

（3）担税力のある働き盛
りの現役世代の転入促
進のために、保育料値
下げ、幼稚園就園補助
金の復活、通院医療費
の中学生までの交付延
長施策を早急に実施さ
れたい。

（4）箱もの行政の象徴と
なるであろう「えいら
く公園」設置計画を中
止し、より住民ニーズ
の高い安全通学路の確
保や生活道路の整備に
資本投資されたい。

（5）高齢化が進む中、高
齢者の医療費低減のた
めに、高齢者のサーク
ル活動や活動に関連す
る支援を強化されたい。

〈賛成討論〉〈賛成討論〉

熊取公明党

一般会計

　実質収支は約 1 億 3 千万円の黒字、
実質単年度収支は4,200万円の黒字。
3年連続財政調整基金の取り崩しを回避
できたことを評価。経常収支比率は、
93％と前年より、1.5ポイント上昇し
た。第 2 次行財政改革構造プランの改
革の実行を望む。
　学校施設の耐震化が23年度で94％、
24年末に100％達成。学校図書館に冷暖
房機の設置と教室には扇風機の設置。
中学校給食の府補助金の活用。
　乳がん・子宮頸がん・大腸がんの無
料クーポン券による受診の勧奨、3ワク
チン接種の公費助成、乳幼児医療費助
成の入院助成を小学 6年生まで拡大。
　町道小谷穴釜線のひまわりドーム下交
差点に信号機設置。木造住宅耐震化補助
事業の拡充等評価する。
下水道事業特別会計

　歳入歳出ともに14.7％減少したが人口
普及率75.4％、水洗化率94.2％。美熊台
および長池地区の接続による使用料収
入の増。収納率の向上、水洗化促進等を
望む。
国民健康保険事業特別会計

　実質収支6,077万9千円の黒字。赤字
が改善された。特定健診受診率の向
上、保健指導や健康づくりの推進、個
別差額通知によるジェネリック医薬品
の勧奨を望む。
介護保険特別会計

　実質収支は約８万円の黒字。収納率
は0・3ポイント増加。増え続ける保険
給付費や介護保険料を抑制するため、
介護予防事業のさらなる拡充を望む。
水道事業会計

　9年連続の黒字決算、7年連続利益剰
余金を計上し評価。料金体系の用途別
から口径別への見直し、受水費値下げ
による水道料金の値下げ、コンビニ収
納など評価。南海トラフ巨大地震に備
えた施設の耐震化の計画的更新を望
む。

〈賛成討論〉〈賛成討論〉 〈賛成討論〉〈賛成討論〉
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平成24年6月28日

熊取町議会議長　鈴木　実　様

熊取町議会議員　佐古　員規

申　立　書
　先日の6月27日、6月定例議会最終日において、
議員提出議案第8号中西町長に「大阪地裁の談合
に対する損害賠償請求判決」を尊重した姿勢を求
める決議の審査中、藤本龍議員から「あなたの存
在意義はありません」「あなたみたいな方が受
かっているっていうのは、非常に私は残念だ」等
の私個人の存在を侮辱する発言がありました。

・・・略・・・

　本会議場により心からの謝罪を求め、文面を
もっての謝罪を要求するものであります。
　また、言動が改まらない場合は議員辞職勧告決
議案の採択も視野に入れる必要があると考えま
す。

平成24年9月11日

熊取町議会議長　鈴木　実　様

泉州龍馬の会　藤本　　龍

９月議会での佐古議員への謝罪について

　平成24年9月の本会議における佐古議員への謝罪は
下記内容で行いたいと考えております。なにとぞご了
承いただけますようお願いします。
＜謝罪内容＞
　平成24年6月27日の本会議の「中西町長に「大阪地裁
の談合に対する損害賠償請求判決」を尊重した姿勢を
求める決議（案）」に関連した自由討議におきまして、
佐古議員に対して「議員としての存在意義を否定す
る」発言に至りましたことを深くお詫び申し上げます。
　本件につきましては、鈴木議長からも厳重注意を受
けたところであります。
　今後は、議会人として、議会基本条例及び議会議員
政治倫理条例制定の精神を肝に銘じ、今後は議員とし
ての信頼を損なうことがないよう誠心誠意努力いたす
所存でありますので、引き続きご指導ご鞭撻賜ります
ようお願い申し上げます。

以上

請願代表者　
　熊取町社会保障推進協議会・準備会　音田  篤

紹介議員　坂上巳生男　　江川　慶子　　藤本　　龍　　重光　俊則　　鱧谷　陽子　　奥野　博通

請願への賛同署名　690筆

請願趣旨
　大阪府は「財政構造改革プラン」に基づき、救命救急センターへの財政支援を削減・廃止しようとしている。
　熊取町民の救命救急医療を維持・改善するために、府立泉州救命救急センターの存続と充実を願って大阪
府（知事及び議会）に予定の中止・「見直し」を求める下記３項目の内容の意見書を採択することを請願する。

１．大阪府は、第三次救命救急医療、泉州救命救急センターに責任を持つこと。
２．大阪府は、泉州救命救急センターの補助金の削減・廃止を行わず、さらに拡充すること。
３．大阪府は、第二次医療圏、泉州各市町の医師・看護師確保の具体策を講じること。

大阪府に府立泉州救命救急センターの
　　　　　維持・充実を求める意見書の採択を求める請願

全会一致で採択
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新政クラブ・一新の会

一般会計について

　実質収支については、「行財政
構造改革プラン・アクションプロ
グラム」の改革項目の実行によ
り、財源確保・経費削減により成
果を上げたことを評価する。
　また、実質収支黒字は、48年間
連続で維持されており、長期にわ
たる安定した運営も評価する。
　町制施行60周年にあたり、各
種イベントを盛大に開催し、新
たなマスコット「メジーナちゃ
ん」が誕生した。
　「ホームスタート事業」への支
援、保育所施設整備補助、子宮頸が
ん、ヒブ、小児用肺炎球菌の各ワク
チン接種の公費負担、にぎわい観
光大使の任命等各種事業・施策の
推進は評価する。みんなが主役「や
すらぎと健康文化のまち」の実現
に全力を挙げていただきたい。
特別会計について

　下水道事業特別会計は、経営基
盤の強化と一般会計繰入金の削減
に努められたことは評価する。
　国民健康保険事業特別会計は、
実質収支について、4年ぶりに黒字
となり、2年連続で収納率が改善し
たことも評価する。
　後期高齢者医療特別会計は、
実質収支は黒字で安定してい
る。
　介護保険特別会計は、独居高齢
者に、新たに「電話等による見守
り」を開始したことを評価する。
墓地事業特別会計及び土地取得特
別会計は、適切に処理、運営され
ている。水道事業会計は、「第二
次水道事業中期経営プラン」に基
づき、用途別から口径別へ水道料
金体系を見直し、料金の値下げを
実施し、計画的で健全な運営によ
る黒字決算となっており、評価す
る。

泉州龍馬の会

　行財政改革に関して、
「第２次行財政構造改革
アクションプログラム」
の多くの改革項目での目
標達成等に関して一定の
評価ができる。
　しかしながら、現在の
デフレ不況及び高齢化の
進展により、熊取町の財
政の緊迫度合が高まって
いるのは目に見えてい
る。その中で、自立でき
る行財政を構築していく
には、さらなる経費削減
と事務の効率化が必要で
ある。以下に要望を示す。
（1）主要な多くの事業に
ついては、「事業別予
算管理方式」を早急に
導入されたい。

（2）税の徴収率のさらな
る向上をはかるため法
に基づいた徴収行政を
行われたい。

（3）担税力のある働き盛
りの現役世代の転入促
進のために、保育料値
下げ、幼稚園就園補助
金の復活、通院医療費
の中学生までの交付延
長施策を早急に実施さ
れたい。

（4）箱もの行政の象徴と
なるであろう「えいら
く公園」設置計画を中
止し、より住民ニーズ
の高い安全通学路の確
保や生活道路の整備に
資本投資されたい。

（5）高齢化が進む中、高
齢者の医療費低減のた
めに、高齢者のサーク
ル活動や活動に関連す
る支援を強化されたい。

〈賛成討論〉〈賛成討論〉

熊取公明党

一般会計

　実質収支は約 1 億 3 千万円の黒字、
実質単年度収支は4,200万円の黒字。
3年連続財政調整基金の取り崩しを回避
できたことを評価。経常収支比率は、
93％と前年より、1.5ポイント上昇し
た。第 2 次行財政改革構造プランの改
革の実行を望む。
　学校施設の耐震化が23年度で94％、
24年末に100％達成。学校図書館に冷暖
房機の設置と教室には扇風機の設置。
中学校給食の府補助金の活用。
　乳がん・子宮頸がん・大腸がんの無
料クーポン券による受診の勧奨、3ワク
チン接種の公費助成、乳幼児医療費助
成の入院助成を小学 6年生まで拡大。
　町道小谷穴釜線のひまわりドーム下交
差点に信号機設置。木造住宅耐震化補助
事業の拡充等評価する。
下水道事業特別会計

　歳入歳出ともに14.7％減少したが人口
普及率75.4％、水洗化率94.2％。美熊台
および長池地区の接続による使用料収
入の増。収納率の向上、水洗化促進等を
望む。
国民健康保険事業特別会計

　実質収支6,077万9千円の黒字。赤字
が改善された。特定健診受診率の向
上、保健指導や健康づくりの推進、個
別差額通知によるジェネリック医薬品
の勧奨を望む。
介護保険特別会計

　実質収支は約８万円の黒字。収納率
は0・3ポイント増加。増え続ける保険
給付費や介護保険料を抑制するため、
介護予防事業のさらなる拡充を望む。
水道事業会計

　9年連続の黒字決算、7年連続利益剰
余金を計上し評価。料金体系の用途別
から口径別への見直し、受水費値下げ
による水道料金の値下げ、コンビニ収
納など評価。南海トラフ巨大地震に備
えた施設の耐震化の計画的更新を望
む。

〈賛成討論〉〈賛成討論〉 〈賛成討論〉〈賛成討論〉



賛　成 反　対

反　対賛　成

日本共産党
　平成20年４月の町営住宅談合事件の刑事判決のなか
で、組合主導の下、恒常的に談合を繰り返した末に町営
住宅談合に至ったことが指摘されている。「談合の損害
を放置していいのか」との住民の声を町議会は真摯に受
け止め、平成20年12月に「過去の談合による損害回復
を求める決議」を議決した。
　中西町長は、公正取引委員会への働きかけなど一定の
努力は見られたが、あらゆる局面において、談合があっ
たかどうかわからない、という姿勢に終始し、結果とし
て談合業者に加担する働きをしてきた。今回の地裁判決
（５億５千万円請求すべし）を「重く受け止め」、積極
的に控訴しなかったことは一歩前進だが、補助参加の業
者側が控訴したため、控訴審が争われることとなった。
　控訴審においては、住民の利益を回復する立場に立っ
て誠実に審理に臨み、積極的な解決が図られることを期
待する。

泉州龍馬の会
これまでの地裁における熊取町の対応は、恒常的な談合
についての原告（住民側）の主張・立証を批判し、「恒
常的な談合はなかった」と主張する訴訟の相手方に同調
してきたと言われている。「今後も公正・中立な立場」
をとるという町長の発言は、今後の控訴審においても
「熊取町の損害回復を目指す原告・住民」と「恒常的な
談合によって熊取町に損害を与えた相手方」の間で、こ
れまでの不公正な態度を継続すると理解せざるを得な
い。これはこの度の司法の判決を軽視した態度であると
いえる。
この事件に関して、町内には「談合は必要悪」とか、
「談合を追及すべきではない」と言った発言をされる方
が一部おられるようですが、議員の皆さんがこの請願に
賛成して、早期に暗い過去を清算し、多くの建設業者の
方々、関係され心労された方々が、生き生きとして公共
の福祉のための事業展開ができる環境に転換していける
ようにしましょう。そのためには、町長が毅然とした態
度をとり、議員は「自分の利益」ではなく「全体の利
益」考える「奉仕者」の精神で、高貴な判断をしていた
だきたい。

熊取公明党
　①民事訴訟法第45条第2項に補助参加人の訴訟行為と
して「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と
抵触するときは、その効力を有しない」とされており、
6月8日の大阪地裁判決が無効になりかねません。
　現段階での損害賠償請求は、これまで3年間以上にわた
る訴訟の大部分が無意味となる。これまで積み上げた労
力、経費が無駄となり、損害回復が遅れる可能性がある。
　②今後の住民訴訟の判決確定を見据え、既にその後の
損害賠償請求債権保全のために必要な処置を講じること
も表明し、また、この9月議会で具体的な債権保全のた
めの補正予算の提案もあった。
　請願で求められている意思表示をしなくても、第一審
判決を重く受け止めている姿勢は明白である。判決が確
定すれば、判決に応じない相手側業者に対し、60日以
内に損害賠償請求をする。

一新の会
　まず、本請願の中で、「平成24年６月８日の大阪地
裁・住民訴訟判決の趣旨を尊重する意思表示をするよ
う」求められている。しかしながら、裁判上でこのよう
な意思表示や主張をすることは、民事訴訟法第45条第
２項の規定により、補助参加人らの行為を無効にする恐
れがある。
　また、その後の損害賠償請求にかかる訴訟において、
民事訴訟法第46条第２号及び第３号にあたると相手方
業者らから主張があれば、住民訴訟の参加的効力が相手
方業者らに対して及ばないことになる恐れが大きく、こ
うした意思表示は、同訴訟の局面を考えた場合、熊取町
に非常に大きなリスクをもたらす行為である。
　次に、相手方業者らに対する損害賠償請求訴訟におい
て、住民訴訟の参加的効力を失わせるという非常に大き
なリスクがある反面、メリットが何ら見い出せない。第
一審の被告の町長が、自ら控訴の申立をしなかったとい
うことからも、控訴審における立場及び姿勢は、明確に
なっていると考える。
　以上のことから、熊取町は住民訴訟において公正・中
立の姿勢で臨み、その確定判決に基づく損害賠償請求を
実効性あらしめるものであり、町の被った損害の早期回
復に繋がるものと考え、本請願には反対する。

１１ くまとり議会だより   平成24年11月発行  No.19

住民訴訟・地裁判決の趣旨を尊重する意思表示を求める請願

新政クラブ
　一点目、請願の趣旨で、「あらゆる機会に、6月8日
の地裁・住民訴訟判決の趣旨を尊重する意思表示をする
よう」求めているが、裁判上でこのような意思表示や主
張をすることは、民訴法四五条二項の規定により、補助
参加人らの行為を無効にする恐れがある。さらに判決確
定後の、損害賠償請求訴訟において、民訴法四六条二号
及び三号に当たると、相手方が主張すれば、住民訴訟の
参加的効力が及ばないことになる恐れが多大である。

反　対

請願趣旨
　中西町長は、「今後も公正・中立」と公言して、控訴審においても「熊取町の損害回復をめざす原告・住民」と「恒
常的談合によって熊取町に損害を与えた相手方」の間で、中立を装い、不公正な態度と職務怠慢を合理化しようとし
ている。今後は、このような不合理な態度を是正し、町の奪われた財産を回復する立場に中西町長が立ち、町議会や
控訴審など、あらゆる機会に、「大原住宅第二期工事だけでなく恒常的に組合主導の談合があった。」とする08年
４月の確定刑事判決の事実認定と6月8日大阪地裁・住民訴訟判決の趣旨とを支持する意思表示をするよう求める。

請願の理由
　大阪地方裁判所は証人調べを含む３年余の慎重な審理の結果、判決の主文において、「相手方【①元建設業協同組
合の23業者と②組合理事長、③専務理事】に対して、それぞれ①合計5億5732万4775円と②5000万円、③
4000万円、及びこれに対する金員を熊取町に支払うよう賠償請求せよ。」と中西町長に命じた。また、「結論」に
おいて、「以上のとおり、賠償請求権を有しているところ、中西町長は、大原住宅第２期工事に関する損害賠償請求
を除き、現在まで損害賠償請求権を行使していないのであって、その行使を違法に怠っていると言わざるを得な
い。」と判断した。
　この命令と判断は、2008年4月の確定刑事判決、「組合では、昭和61年の設立当初から、組合主導による談合
を行ってきていた。」「その談合体質には根深いものがあるとともに、このような談合を繰り返した末に行われた本
件犯行は、組織的、計画的な犯行であり、また、常習的な犯行である。」など、恒常的な談合についての事実認定を
継承し、原告・住民の主張・立証をほぼ認めた命令である。
中西町長は、この判決にもとづく「住民の会」の要望に対して「今後も公正・中立」に訴訟にあたると文書回答し、
地裁における不合理な訴訟姿勢を継続するという態度を表明した。中西町長は、テレビ報道で「談合は１つ」「今、
調べる限りでは、談合はない。」と公言する一方で、住民訴訟の地裁の審理では「不知（談合があったかどうか、知
らない。）」と称して、恒常的談合についての原告の主張・立証を批判し、「恒常的に談合はなかった。」と主張す
る相手方に同調、肩入れした。
　町の財産管理を適切に行う立場に立ち、地方自治体の本旨たる住民の福利を優先するならば、中西町長には原告・
住民と相手方の間で、中立などあり得ません。

　熊取町議会議長 鈴木 実　殿
　　　請願者：熊取町を良くする住民の会　代表幹事　大浦　正義、柗野　隆一
　　　紹介議員：重光　俊則、奥野　博通、藤本　龍、坂上己生男、鱧谷　陽子

　二点目、熊取町が、控訴しなかったことが、控訴審に
おける立場を明確にしてる。
　三点目、熊取町は、確定判決を踏まえ、損害賠償請求
の債権保全に必要な対応を行い、九月議会で補正予算の
提案があるようで、一審判決を重く受け止めている姿勢
が表れている。
　以上の三点から、今後も公正・中立の姿勢で臨み、確
定判決に基づく損害賠償請求を実効性あるものとし、町
の損害の早期回復に繋がるものと考え、本請願には、反
対する。
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採択を行なったところ可否同数（6対6）となり、議長裁定によって否決となりました。

不　採　択



賛　成 反　対

反　対賛　成

日本共産党
　平成20年４月の町営住宅談合事件の刑事判決のなか
で、組合主導の下、恒常的に談合を繰り返した末に町営
住宅談合に至ったことが指摘されている。「談合の損害
を放置していいのか」との住民の声を町議会は真摯に受
け止め、平成20年12月に「過去の談合による損害回復
を求める決議」を議決した。
　中西町長は、公正取引委員会への働きかけなど一定の
努力は見られたが、あらゆる局面において、談合があっ
たかどうかわからない、という姿勢に終始し、結果とし
て談合業者に加担する働きをしてきた。今回の地裁判決
（５億５千万円請求すべし）を「重く受け止め」、積極
的に控訴しなかったことは一歩前進だが、補助参加の業
者側が控訴したため、控訴審が争われることとなった。
　控訴審においては、住民の利益を回復する立場に立っ
て誠実に審理に臨み、積極的な解決が図られることを期
待する。

泉州龍馬の会
これまでの地裁における熊取町の対応は、恒常的な談合
についての原告（住民側）の主張・立証を批判し、「恒
常的な談合はなかった」と主張する訴訟の相手方に同調
してきたと言われている。「今後も公正・中立な立場」
をとるという町長の発言は、今後の控訴審においても
「熊取町の損害回復を目指す原告・住民」と「恒常的な
談合によって熊取町に損害を与えた相手方」の間で、こ
れまでの不公正な態度を継続すると理解せざるを得な
い。これはこの度の司法の判決を軽視した態度であると
いえる。
この事件に関して、町内には「談合は必要悪」とか、
「談合を追及すべきではない」と言った発言をされる方
が一部おられるようですが、議員の皆さんがこの請願に
賛成して、早期に暗い過去を清算し、多くの建設業者の
方々、関係され心労された方々が、生き生きとして公共
の福祉のための事業展開ができる環境に転換していける
ようにしましょう。そのためには、町長が毅然とした態
度をとり、議員は「自分の利益」ではなく「全体の利
益」考える「奉仕者」の精神で、高貴な判断をしていた
だきたい。

熊取公明党
　①民事訴訟法第45条第2項に補助参加人の訴訟行為と
して「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と
抵触するときは、その効力を有しない」とされており、
6月8日の大阪地裁判決が無効になりかねません。
　現段階での損害賠償請求は、これまで3年間以上にわた
る訴訟の大部分が無意味となる。これまで積み上げた労
力、経費が無駄となり、損害回復が遅れる可能性がある。
　②今後の住民訴訟の判決確定を見据え、既にその後の
損害賠償請求債権保全のために必要な処置を講じること
も表明し、また、この9月議会で具体的な債権保全のた
めの補正予算の提案もあった。
　請願で求められている意思表示をしなくても、第一審
判決を重く受け止めている姿勢は明白である。判決が確
定すれば、判決に応じない相手側業者に対し、60日以
内に損害賠償請求をする。

一新の会
　まず、本請願の中で、「平成24年６月８日の大阪地
裁・住民訴訟判決の趣旨を尊重する意思表示をするよ
う」求められている。しかしながら、裁判上でこのよう
な意思表示や主張をすることは、民事訴訟法第45条第
２項の規定により、補助参加人らの行為を無効にする恐
れがある。
　また、その後の損害賠償請求にかかる訴訟において、
民事訴訟法第46条第２号及び第３号にあたると相手方
業者らから主張があれば、住民訴訟の参加的効力が相手
方業者らに対して及ばないことになる恐れが大きく、こ
うした意思表示は、同訴訟の局面を考えた場合、熊取町
に非常に大きなリスクをもたらす行為である。
　次に、相手方業者らに対する損害賠償請求訴訟におい
て、住民訴訟の参加的効力を失わせるという非常に大き
なリスクがある反面、メリットが何ら見い出せない。第
一審の被告の町長が、自ら控訴の申立をしなかったとい
うことからも、控訴審における立場及び姿勢は、明確に
なっていると考える。
　以上のことから、熊取町は住民訴訟において公正・中
立の姿勢で臨み、その確定判決に基づく損害賠償請求を
実効性あらしめるものであり、町の被った損害の早期回
復に繋がるものと考え、本請願には反対する。
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住民訴訟・地裁判決の趣旨を尊重する意思表示を求める請願

新政クラブ
　一点目、請願の趣旨で、「あらゆる機会に、6月8日
の地裁・住民訴訟判決の趣旨を尊重する意思表示をする
よう」求めているが、裁判上でこのような意思表示や主
張をすることは、民訴法四五条二項の規定により、補助
参加人らの行為を無効にする恐れがある。さらに判決確
定後の、損害賠償請求訴訟において、民訴法四六条二号
及び三号に当たると、相手方が主張すれば、住民訴訟の
参加的効力が及ばないことになる恐れが多大である。

反　対

請願趣旨
　中西町長は、「今後も公正・中立」と公言して、控訴審においても「熊取町の損害回復をめざす原告・住民」と「恒
常的談合によって熊取町に損害を与えた相手方」の間で、中立を装い、不公正な態度と職務怠慢を合理化しようとし
ている。今後は、このような不合理な態度を是正し、町の奪われた財産を回復する立場に中西町長が立ち、町議会や
控訴審など、あらゆる機会に、「大原住宅第二期工事だけでなく恒常的に組合主導の談合があった。」とする08年
４月の確定刑事判決の事実認定と6月8日大阪地裁・住民訴訟判決の趣旨とを支持する意思表示をするよう求める。

請願の理由
　大阪地方裁判所は証人調べを含む３年余の慎重な審理の結果、判決の主文において、「相手方【①元建設業協同組
合の23業者と②組合理事長、③専務理事】に対して、それぞれ①合計5億5732万4775円と②5000万円、③
4000万円、及びこれに対する金員を熊取町に支払うよう賠償請求せよ。」と中西町長に命じた。また、「結論」に
おいて、「以上のとおり、賠償請求権を有しているところ、中西町長は、大原住宅第２期工事に関する損害賠償請求
を除き、現在まで損害賠償請求権を行使していないのであって、その行使を違法に怠っていると言わざるを得な
い。」と判断した。
　この命令と判断は、2008年4月の確定刑事判決、「組合では、昭和61年の設立当初から、組合主導による談合
を行ってきていた。」「その談合体質には根深いものがあるとともに、このような談合を繰り返した末に行われた本
件犯行は、組織的、計画的な犯行であり、また、常習的な犯行である。」など、恒常的な談合についての事実認定を
継承し、原告・住民の主張・立証をほぼ認めた命令である。
中西町長は、この判決にもとづく「住民の会」の要望に対して「今後も公正・中立」に訴訟にあたると文書回答し、
地裁における不合理な訴訟姿勢を継続するという態度を表明した。中西町長は、テレビ報道で「談合は１つ」「今、
調べる限りでは、談合はない。」と公言する一方で、住民訴訟の地裁の審理では「不知（談合があったかどうか、知
らない。）」と称して、恒常的談合についての原告の主張・立証を批判し、「恒常的に談合はなかった。」と主張す
る相手方に同調、肩入れした。
　町の財産管理を適切に行う立場に立ち、地方自治体の本旨たる住民の福利を優先するならば、中西町長には原告・
住民と相手方の間で、中立などあり得ません。

　熊取町議会議長 鈴木 実　殿
　　　請願者：熊取町を良くする住民の会　代表幹事　大浦　正義、柗野　隆一
　　　紹介議員：重光　俊則、奥野　博通、藤本　龍、坂上己生男、鱧谷　陽子

　二点目、熊取町が、控訴しなかったことが、控訴審に
おける立場を明確にしてる。
　三点目、熊取町は、確定判決を踏まえ、損害賠償請求
の債権保全に必要な対応を行い、九月議会で補正予算の
提案があるようで、一審判決を重く受け止めている姿勢
が表れている。
　以上の三点から、今後も公正・中立の姿勢で臨み、確
定判決に基づく損害賠償請求を実効性あるものとし、町
の損害の早期回復に繋がるものと考え、本請願には、反
対する。
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採択を行なったところ可否同数（6対6）となり、議長裁定によって否決となりました。

不　採　択
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考
え
て
い

る
。
児
童
生
徒
が
さ
ま
ざ
ま

な
体
験
や
経
験
を
行
う
こ
と

が
「
い
じ
め
防
止
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　本
町
の
「
い
じ
め
」
に

対
す
る
実
態
調
査
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
？

　
　全
て
の
学
校
で
毎
年
、

い
じ
め
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
行
い
状
況
把
握
し

て
い
る
。
い
じ
め
を
認
知
し

た
際
の
指
導
体
制
整
備
と
、

重
大
事
案
が
発
生
し
た
場
合

に
は
、
関
係
機
関
と
連
携
が

で
き
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
。

　　内
容
は
「
物
を
隠
さ
れ
た

り
、
嫌
な
こ
と
を
さ
れ
た
り

す
る
」と
い
っ
た
も
の
で
、全

て
の
事
案
に
つ
い
て
学
校
で

指
導
を
行
い
解
決
し
て
い
る
。

　
　「
声
な
き
声
を
」
ど
の

よ
う
に
吸
い
上
げ
、
早
期
発

見
に
つ
な
げ
て
い
く
の
か
？

　
　日
頃
か
ら
学
校
・
生

徒
・
保
護
者
と
の
信
頼
関
係

を
構
築
し
、
相
談
で
き
る
体

制
づ
く
り
を
行
な
う
こ
と
が

大
切
で
生
徒
の
人
間
関
係
や

変
化
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き

矢
野

　正
憲

の
早
期
発
見
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。

　
　メ
ー
ル
で
の
相
談
や
サ

ポ
ー
ト
チ
ー
ム
に
つ
い
て

　
　い
じ
め
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

や
相
談
体
制
の
充
実
に
と
り

く
ん
で
い
る
。
サ
ポ
ー
ト

チ
ー
ム
は
、
指
導
主
事
や
保

健
師
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
や

臨
床
心
理
士
が
チ
ー
ム
を
組

ん
で
対
応
し
て
い
る
。

☆
子
ど
も
が
喜
ん
で
通
う
学

校
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地

域
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

 

　　
　枚
方
市
で
も
浸
水
被
害

が
出
て
い
る
。
対
処
は
？

　
　大
雨
警
報
な
ど
で
、
職

員
が
役
場
に
待
機
し
、
土
嚢

な
ど
に
よ
り
応
急
処
置
を
講

じ
災
害
防
止
作
業
を
し
て
い

る
。　

　危
険
個
所
の
調
査
は
？

　
　熊
取
避
難
勧
告
等
の
判

断
・
伝
達
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
洪

水
編
）
を
今
年
度
中
に
策
定

予
定
で
あ
る
。

　　
　町
営
葬
儀
の
A
級
を
安

く
東
館
で
も
使
用
で
き
な
い

か
と
質
問
し
て
か
ら
5
年
経

ち
ま
す
。
経
過
と
進
捗
状
況

は
？

　
　

　
　住
民
の
ニ
ー
ズ
を
把
握

し
た
い
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
町

内
８
０
０
世
帯
を
無
作
為
に

抽
出
し
て
調
査
し
25
年
度
に

あ
り
方
を
検
討
す
る

☆
必
要
と
な
れ
ば
、
安
く
、

使
い
や
す
く
な
る
よ
う
改
善

を
望
む
。

　
　競
争
社
会
や
貧
困
な
ど

に
よ
り
自
分
を
肯
定
で
き
な

い
子
や
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
な
い
子
が
増
え
て
い

る
。
い
じ
め
は
ど
こ
に
で
も

お
こ
る
。
大
津
市
の
い
じ
め

自
殺
を
受
け
文
科
省
は
ア
ン

ケ
ー
ト
実
施
し
た
。
結
果
は

い
か
が
か
？

　
　今
年
の
4
月
か
ら
9
月

ま
で
で
9
件
で
す
。
す
べ
て

の
事
案
に
つ
い
て
学
校
で
指

導
を
し
、
解
決
し
て
い
る
。

　
　学
校
に
お
け
る
評
価
体

制
、
多
忙
化
、
学
級
定
数
等

が
、
い
じ
め
を
見
逃
す
原
因

に
な
る
の
で
は
？

　
　そ
れ
ら
が
、
い
じ
め
を

見
逃
す
原
因
に
な
っ
て
は
な

ら
な
い
と
考
え
る
。
町
に
お

い
て
は
、
学
習
支
援
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
の
支
援
員
を
配

置
し
て
お
り
、
児
童
の
変
化

に
気
付
い
た
り
、
児
童
が
相

談
で
き
る
こ
と
が
、
い
じ
め

腕
野

　幸
博

鱧
谷

　陽
子

い
じ
め
問
題
に
つ
い
て

集
中
豪
雨
の
対
策
は
？

町
営
葬
儀
に
つ
い
て

い
じ
め
問
題
の
取
組
み
強
化
に
つ
い
て

い
じ
め
問
題
に
つ
い
て

い
じ
め
の
認
知
件
数
は
9
件

集
中
豪
雨
の
対
策
に
つ
い
て

町
営
葬
儀
に
つ
い
て

問問 答

問答

問答

問

問

答

答

問答

問答

問答

問答

問答

答

（
仮
称
）え
い
ら
く
公
園
に

つ
い
て

子
育
て
支
援
に
つ
い
て
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る
。
17
年
払
い
は
、「
あ
る

と
き
払
い
の
催
促
な
し
」
の

状
態
で
あ
り
、
本
来
の
納
期

限
の
意
味
を
な
し
て
い
な
い
。

町
長
は
６
月
議
会
で
「
税
を

用
い
た
利
益
供
与
は
無
い
」

と
断
言
し
た
が
、
明
ら
か
に

税
を
用
い
た
特
定
の
者
に
対

す
る
利
益
供
与
で
あ
る
。
納

期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
る

真
面
目
な
納
税
者
を
裏
切
る

行
為
で
あ
る
。

 

　
　来
期
以
降
の
保
育
料
の

計
算
に
お
け
る
年
少
扶
養
控

除
の
扱
い
に
つ
い
て
。

　
　厚
生
労
働
省
の
通
知
が

変
更
さ
れ
な
い
限
り
、
年
少

扶
養
控
除
が
あ
る
も
の
と
し

て
保
育
料
を
計
算
す
る
。（
保

育
料
が
少
な
く
な
る
）

☆
保
育
料
値
下
げ
や
私
立
幼

稚
園
就
園
補
助
金
を
復
活

し
、
働
く
現
役
世
代
の
転
入

促
進
を
進
め
る
べ
き
。

　
　

　
　８
月
に
行
っ
た
当
該
公

園
の
計
画
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
に
つ
い
て
。

　
　自
治
会
等
に
対
す
る
個

別
配
布
に
よ
る
調
査
を
行
っ

た
。

☆
今
回
の
本
町
の
行
っ
た
ア

ン
ケ
ー
ト
手
法
は
統
計
学
上

留
置
調
査
法
と
い
い
、
解
答

時
周
囲
の
意
見
が
影
響
す
る

と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

選
択
肢
に
も
問
題
が
あ
る
た

め
、
2
億
5
千
万
の
公
園
投

資
の
是
非
を
判
断
す
る
な
ら
、

利
害
関
係
の
な
い
第
三
者
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
委
託
す
べ
き
。

　
　10
年
を
超
え
る
税
金
の

分
納
を
認
め
て
い
る
の
は
な

ぜ
か
？
国
税
徴
収
法
の
定
め

で
分
納
は
最
高
２
年
で
あ
る
。

違
法
状
態
で
は
な
い
の
か
？

完
全
な
利
益
供
与
で
は
な
い

の
か
？
（
あ
る
事
例
で
は
17

年
分
納
、
滞
納
金
額
約
７
０

０
万
円
が
認
め
ら
れ
て
い
る
）

　
　個
別
の
状
況
を
勘
案

し
、
納
め
て
い
た
だ
け
る
額

を
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

　
　熊
取
町
の
皆
様
が
、
熊

取
町
が
17
年
分
割
の
固
定
資

産
税
の
納
付
を
認
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
聞
く
と
「
私

も
そ
う
し
て
ほ
し
い
」
と
な

る
の
で
は
な
い
か
？
そ
う
い

う
こ
と
が
な
い
た
め
に
法
律

が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
？

　
　法
律
に
そ
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
が
、
納
税
交
渉
等

を
お
こ
な
っ
て
徴
収
し
て
い

き
た
い
。

☆
明
ら
か
に
法
律
違
反
で
あ

腕
野

　幸
博

藤
本

　
　龍

問 問

問

問

答 答

答

問

問

問 答

答

答

答

町
民
税
の
徴
収
に
つ
い
て

る
の
か
？
ま

た
、
経
費
削
減

目
標
は
ど
の
よ

う
に
設
定
さ
れ

て
い
る
の
か
？

　
　ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
具
体
的
な
改

革
項
目
を
掲
げ

て
財
源
確
保
と

経
費
削
減
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

☆
経
費
削
減
目
標
を
明
確
に

す
る
た
め
に
も
で
き
る
だ
け

早
期
に
事
業
別
予
算
管
理
方

式
を
取
り
入
れ
て
い
く
べ
き

で
あ
る
。

　
　こ
の
度
７
月
９
日
に
議

会
運
営
委
員
会
を
開
催
し
、

７
月
10
日
に
臨
時
会
を
開
催

す
る
と
い
う
会
議
日
程
が
示

さ
れ
た
。地
方
自
治
法
の「
開

会
の
３
日
前
ま
で
に
告
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
規
定
に
反
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
町
長
は
ど
の
よ
う
な

考
え
か
聞
か
せ
て
ほ
し
い
。

　
　法
に
則
っ
て
議
会
運
営

を
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
。

☆
こ
の
度
異
常
な
日
程
で
臨

時
会
が
開
催
さ
れ
よ
う
と
し

た
こ
と
は
、
熊
取
町
議
会
に

と
っ
て
恥
ず
べ
き
問
題
で
あ

る
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
事

態
と
な
ら
な
い
よ
う
関
係
者

全
員
が
努
力
す
る
必
要
が
あ

る
。

　
　町
職
員
退
職
者
の
再
雇

用
に
関
し
て
、
過
去
3
年
間

の
状
況
、
来
年
度
以
降
の
再

雇
用
予
測
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
？

　
　退
職
者
は
平
成
21
年
度

12
名
、
22
年
度
13
名
、
23
年

度
15
名
で
、
再
雇
用
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
１
名
、
２
名
、
５

名
で
あ
っ
た
。

　現
時
点
で
、
熊
取
町
に
再

就
職
希
望
者
全
員
を
再
雇
用

す
る
制
度
は
な
い
。
今
後
、

公
的
年
金
支
給
が
60
才
か
ら

65
才
に
段
階
的
に
引
き
上
げ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
定
年
後

の
再
任
用
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　　
　転
入
促
進
策
や
生
活
環

境
整
備
の
財
源
を
、
ど
の
よ

う
に
確
保
し
よ
う
と
し
て
い

腕
野

　幸
博

重
光

　俊
則

町
職
員
退
職
者
の
再
雇
用
の
現
状
に
つ
い
て

財
源
確
保
と
経
費
削
減
に
つ
い
て

議
会
開
催
日
程
に
つ
い
て

町
民
税
の
徴
収
に
つ
い
て

子
育
て
支
援
に
つ
い
て

（
仮
称
）え
い
ら
く
公
園
に
つ
い
て

町
職
員
退
職
者
の
再
雇
用

に
つ
い
て

財
源
確
保
と
経
費
削
減
に

つ
い
て

議
会
開
催
日
程
に
つ
い
て

一
般
質
問

定
例
会
に
お
い
て
各
議
員
が
行
う
町
政
全
般
に
関
す
る
質
問
で
す
。



一
般
質
問
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る
よ
う
、
日
常
か
ら
児
童
生

徒
の
観
察
や
教
職
員
同
士
の

情
報
交
換
を
密
に
し
て
い
る
。

　
　被
害
者
の
保
護
・
心
の

ケ
ア
・
加
害
者
の
措
置
・
再

発
防
止
な
ど
、
対
応
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
？

　
　被
害
者
を
保
護
し
、
心

の
ケ
ア
を
行
な
う
こ
と
は
最

優
先
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
こ

と
で
あ
る
。
教
職
員
は
も
と

よ
り
、
学
校
教
育
課
配
置
の

臨
床
心
理
士
や
中
学
校
配
置

の
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

等
専
門
家
を
活
用
し
、
保
護

再
発
防
止
に
取
組
ん
で
る
。

　
　不
登
校
・
い
じ
め
に
対

応
す
る
児
童
支
援
選
任
教
諭

の
配
置
、
伊
賀
市
で
導
入
さ

れ
る
「
い
じ
め
問
題
相
談
員
」

を
設
置
し
な
い
か
？

　
　い
じ
め
の
み
な
ら
ず
、

問
題
行
動
等
の
様
々
な
事
案

に
対
し
て
は
、
管
理
職
、
生

徒
指
導
担
当
者
を
中
心
に
、

組
織
的
な
対
応
を
行
な
っ
て

い
る
。
学
校
教
育
課
に
教
育

相
談
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
も

お
り
、
考
え
て
い
な
い
。

　
　い
じ
め
を
防
ぐ
「
い
じ

め
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
実

施
を
考
え
な
い
か
？

　
　人
権
教
育
・
道
徳
教
育

特
別
活
動
に
お
い
て
、
豊
か

な
心
を
育
む
教
育
の
充
実
を

図
っ
て
い
る
。
他
者
へ
の
思

い
や
り
や
仲
間
の
大
切
さ
を

実
感
す
る
こ
と
が
い
じ
め
防

止
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い

る
。
児
童
生
徒
が
さ
ま
ざ
ま

な
体
験
や
経
験
を
行
う
こ
と

が
「
い
じ
め
防
止
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　本
町
の
「
い
じ
め
」
に

対
す
る
実
態
調
査
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
？

　
　全
て
の
学
校
で
毎
年
、

い
じ
め
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
行
い
状
況
把
握
し

て
い
る
。
い
じ
め
を
認
知
し

た
際
の
指
導
体
制
整
備
と
、

重
大
事
案
が
発
生
し
た
場
合

に
は
、
関
係
機
関
と
連
携
が

で
き
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
。

　　内
容
は
「
物
を
隠
さ
れ
た

り
、
嫌
な
こ
と
を
さ
れ
た
り

す
る
」と
い
っ
た
も
の
で
、全

て
の
事
案
に
つ
い
て
学
校
で

指
導
を
行
い
解
決
し
て
い
る
。

　
　「
声
な
き
声
を
」
ど
の

よ
う
に
吸
い
上
げ
、
早
期
発

見
に
つ
な
げ
て
い
く
の
か
？

　
　日
頃
か
ら
学
校
・
生

徒
・
保
護
者
と
の
信
頼
関
係

を
構
築
し
、
相
談
で
き
る
体

制
づ
く
り
を
行
な
う
こ
と
が

大
切
で
生
徒
の
人
間
関
係
や

変
化
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き

矢
野

　正
憲

の
早
期
発
見
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。

　
　メ
ー
ル
で
の
相
談
や
サ

ポ
ー
ト
チ
ー
ム
に
つ
い
て

　
　い
じ
め
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

や
相
談
体
制
の
充
実
に
と
り

く
ん
で
い
る
。
サ
ポ
ー
ト

チ
ー
ム
は
、
指
導
主
事
や
保

健
師
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
や

臨
床
心
理
士
が
チ
ー
ム
を
組

ん
で
対
応
し
て
い
る
。

☆
子
ど
も
が
喜
ん
で
通
う
学

校
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地

域
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

 

　　
　枚
方
市
で
も
浸
水
被
害

が
出
て
い
る
。
対
処
は
？

　
　大
雨
警
報
な
ど
で
、
職

員
が
役
場
に
待
機
し
、
土
嚢

な
ど
に
よ
り
応
急
処
置
を
講

じ
災
害
防
止
作
業
を
し
て
い

る
。　

　危
険
個
所
の
調
査
は
？

　
　熊
取
避
難
勧
告
等
の
判

断
・
伝
達
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
洪

水
編
）
を
今
年
度
中
に
策
定

予
定
で
あ
る
。

　　
　町
営
葬
儀
の
A
級
を
安

く
東
館
で
も
使
用
で
き
な
い

か
と
質
問
し
て
か
ら
5
年
経

ち
ま
す
。
経
過
と
進
捗
状
況

は
？

　
　

　
　住
民
の
ニ
ー
ズ
を
把
握

し
た
い
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
町

内
８
０
０
世
帯
を
無
作
為
に

抽
出
し
て
調
査
し
25
年
度
に

あ
り
方
を
検
討
す
る

☆
必
要
と
な
れ
ば
、
安
く
、

使
い
や
す
く
な
る
よ
う
改
善

を
望
む
。

　
　競
争
社
会
や
貧
困
な
ど

に
よ
り
自
分
を
肯
定
で
き
な

い
子
や
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
な
い
子
が
増
え
て
い

る
。
い
じ
め
は
ど
こ
に
で
も

お
こ
る
。
大
津
市
の
い
じ
め

自
殺
を
受
け
文
科
省
は
ア
ン

ケ
ー
ト
実
施
し
た
。
結
果
は

い
か
が
か
？

　
　今
年
の
4
月
か
ら
9
月

ま
で
で
9
件
で
す
。
す
べ
て

の
事
案
に
つ
い
て
学
校
で
指

導
を
し
、
解
決
し
て
い
る
。

　
　学
校
に
お
け
る
評
価
体

制
、
多
忙
化
、
学
級
定
数
等

が
、
い
じ
め
を
見
逃
す
原
因

に
な
る
の
で
は
？

　
　そ
れ
ら
が
、
い
じ
め
を

見
逃
す
原
因
に
な
っ
て
は
な

ら
な
い
と
考
え
る
。
町
に
お

い
て
は
、
学
習
支
援
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
の
支
援
員
を
配

置
し
て
お
り
、
児
童
の
変
化

に
気
付
い
た
り
、
児
童
が
相

談
で
き
る
こ
と
が
、
い
じ
め

腕
野

　幸
博

鱧
谷

　陽
子

い
じ
め
問
題
に
つ
い
て

集
中
豪
雨
の
対
策
は
？

町
営
葬
儀
に
つ
い
て

い
じ
め
問
題
の
取
組
み
強
化
に
つ
い
て

い
じ
め
問
題
に
つ
い
て

い
じ
め
の
認
知
件
数
は
9
件

集
中
豪
雨
の
対
策
に
つ
い
て

町
営
葬
儀
に
つ
い
て

問問 答

問答

問答

問

問

答

答

問答

問答

問答

問答

問答

答

（
仮
称
）え
い
ら
く
公
園
に

つ
い
て

子
育
て
支
援
に
つ
い
て
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る
。
17
年
払
い
は
、「
あ
る

と
き
払
い
の
催
促
な
し
」
の

状
態
で
あ
り
、
本
来
の
納
期

限
の
意
味
を
な
し
て
い
な
い
。

町
長
は
６
月
議
会
で
「
税
を

用
い
た
利
益
供
与
は
無
い
」

と
断
言
し
た
が
、
明
ら
か
に

税
を
用
い
た
特
定
の
者
に
対

す
る
利
益
供
与
で
あ
る
。
納

期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
る

真
面
目
な
納
税
者
を
裏
切
る

行
為
で
あ
る
。

 

　
　来
期
以
降
の
保
育
料
の

計
算
に
お
け
る
年
少
扶
養
控

除
の
扱
い
に
つ
い
て
。

　
　厚
生
労
働
省
の
通
知
が

変
更
さ
れ
な
い
限
り
、
年
少

扶
養
控
除
が
あ
る
も
の
と
し

て
保
育
料
を
計
算
す
る
。（
保

育
料
が
少
な
く
な
る
）

☆
保
育
料
値
下
げ
や
私
立
幼

稚
園
就
園
補
助
金
を
復
活

し
、
働
く
現
役
世
代
の
転
入

促
進
を
進
め
る
べ
き
。

　
　

　
　８
月
に
行
っ
た
当
該
公

園
の
計
画
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
に
つ
い
て
。

　
　自
治
会
等
に
対
す
る
個

別
配
布
に
よ
る
調
査
を
行
っ

た
。

☆
今
回
の
本
町
の
行
っ
た
ア

ン
ケ
ー
ト
手
法
は
統
計
学
上

留
置
調
査
法
と
い
い
、
解
答

時
周
囲
の
意
見
が
影
響
す
る

と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

選
択
肢
に
も
問
題
が
あ
る
た

め
、
2
億
5
千
万
の
公
園
投

資
の
是
非
を
判
断
す
る
な
ら
、

利
害
関
係
の
な
い
第
三
者
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
委
託
す
べ
き
。

　
　10
年
を
超
え
る
税
金
の

分
納
を
認
め
て
い
る
の
は
な

ぜ
か
？
国
税
徴
収
法
の
定
め

で
分
納
は
最
高
２
年
で
あ
る
。

違
法
状
態
で
は
な
い
の
か
？

完
全
な
利
益
供
与
で
は
な
い

の
か
？
（
あ
る
事
例
で
は
17

年
分
納
、
滞
納
金
額
約
７
０

０
万
円
が
認
め
ら
れ
て
い
る
）

　
　個
別
の
状
況
を
勘
案

し
、
納
め
て
い
た
だ
け
る
額

を
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

　
　熊
取
町
の
皆
様
が
、
熊

取
町
が
17
年
分
割
の
固
定
資

産
税
の
納
付
を
認
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
聞
く
と
「
私

も
そ
う
し
て
ほ
し
い
」
と
な

る
の
で
は
な
い
か
？
そ
う
い

う
こ
と
が
な
い
た
め
に
法
律

が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
？

　
　法
律
に
そ
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
が
、
納
税
交
渉
等

を
お
こ
な
っ
て
徴
収
し
て
い

き
た
い
。

☆
明
ら
か
に
法
律
違
反
で
あ

腕
野

　幸
博

藤
本

　
　龍

問 問

問

問

答 答

答

問

問

問 答

答

答

答

町
民
税
の
徴
収
に
つ
い
て

る
の
か
？
ま

た
、
経
費
削
減

目
標
は
ど
の
よ

う
に
設
定
さ
れ

て
い
る
の
か
？

　
　ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
具
体
的
な
改

革
項
目
を
掲
げ

て
財
源
確
保
と

経
費
削
減
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

☆
経
費
削
減
目
標
を
明
確
に

す
る
た
め
に
も
で
き
る
だ
け

早
期
に
事
業
別
予
算
管
理
方

式
を
取
り
入
れ
て
い
く
べ
き

で
あ
る
。

　
　こ
の
度
７
月
９
日
に
議

会
運
営
委
員
会
を
開
催
し
、

７
月
10
日
に
臨
時
会
を
開
催

す
る
と
い
う
会
議
日
程
が
示

さ
れ
た
。地
方
自
治
法
の「
開

会
の
３
日
前
ま
で
に
告
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
規
定
に
反
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
町
長
は
ど
の
よ
う
な

考
え
か
聞
か
せ
て
ほ
し
い
。

　
　法
に
則
っ
て
議
会
運
営

を
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
。

☆
こ
の
度
異
常
な
日
程
で
臨

時
会
が
開
催
さ
れ
よ
う
と
し

た
こ
と
は
、
熊
取
町
議
会
に

と
っ
て
恥
ず
べ
き
問
題
で
あ

る
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
事

態
と
な
ら
な
い
よ
う
関
係
者

全
員
が
努
力
す
る
必
要
が
あ

る
。

　
　町
職
員
退
職
者
の
再
雇

用
に
関
し
て
、
過
去
3
年
間

の
状
況
、
来
年
度
以
降
の
再

雇
用
予
測
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
？

　
　退
職
者
は
平
成
21
年
度

12
名
、
22
年
度
13
名
、
23
年

度
15
名
で
、
再
雇
用
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
１
名
、
２
名
、
５

名
で
あ
っ
た
。

　現
時
点
で
、
熊
取
町
に
再

就
職
希
望
者
全
員
を
再
雇
用

す
る
制
度
は
な
い
。
今
後
、

公
的
年
金
支
給
が
60
才
か
ら

65
才
に
段
階
的
に
引
き
上
げ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
定
年
後

の
再
任
用
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　　
　転
入
促
進
策
や
生
活
環

境
整
備
の
財
源
を
、
ど
の
よ

う
に
確
保
し
よ
う
と
し
て
い

腕
野

　幸
博

重
光

　俊
則

町
職
員
退
職
者
の
再
雇
用
の
現
状
に
つ
い
て

財
源
確
保
と
経
費
削
減
に
つ
い
て

議
会
開
催
日
程
に
つ
い
て

町
民
税
の
徴
収
に
つ
い
て

子
育
て
支
援
に
つ
い
て

（
仮
称
）え
い
ら
く
公
園
に
つ
い
て

町
職
員
退
職
者
の
再
雇
用

に
つ
い
て

財
源
確
保
と
経
費
削
減
に

つ
い
て

議
会
開
催
日
程
に
つ
い
て

一
般
質
問

定
例
会
に
お
い
て
各
議
員
が
行
う
町
政
全
般
に
関
す
る
質
問
で
す
。
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た
。
現
在
、
通
学
路
の
安
全

点
検
を
行
い
、
学
校
、
教
育

委
員
会
、
警
察
及
び
道
路
管

理
者
が
協
力
し
て
作
業
を
進

め
て
交
通
安
全
対
策
に
取
り

組
ん
で
お
り
ま
す
。

　
　山
の
崩
壊
に
よ
る
危
険

性
の
大
き
い
地
区
、
場
所
等

の
把
握
は
で
き
て
い
ま
す
か
。

　
　地
区
別
内
訳
で
は
、
土

砂
災
害
危
険
個
所
と
し
て
、

高
田
地
区
が
十
八
箇
所
、
小

谷
地
区
が
七
箇
所
、
成
合
地

区
が
三
箇
所
、
久
保
地
区
と

和
田
地
区
が
二
箇
所
ず
つ
、

五
月
ケ
丘
地
区
と
大
宮
地
区

が
一
箇
所
ず
つ
で
す
。

　ま
た
、
土
砂
災
害
警
戒
区

域
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
高

田
地
区
の
十
八
箇
所
が
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　対
策
と
し
て
、「
熊
取
町
避

難
勧
告
等
の
判
断
・
伝
達
マ

ニ
ュ
ア
ル
」を
策
定
し
、対
象

地
域
の
方
々
に
、
大
阪
府
と

一
緒
に
説
明
会
を
実
施
し
た
。

　
　ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
対
処
す

る
た
め
、
道
路
の
冠
水
を
防

ぐ
た
め
、
自
宅
周
辺
の
道
路

側
溝
等
の
清
掃
を
１
〜
２
ケ

月
に
一
回
程
度
す
る
よ
う
推

奨
し
て
欲
し
い
。

　
　降
雨
時
に
お
い
て
も
、

通
報
等
に
よ
り
、
阻
害
物
の

撤
去
や
土
嚢
袋
等
に
よ
る
対

策
を
行
う
と
と
も
に
、
降
雨

後
の
点
検
パ
ト
ロ
ー
ル
も
実

施
し
て
い
る
。

　ま
た
、
年
二
回
の
各
自
治

会
に
よ
る
一
斉
清
掃
の
際

に
、
道
路
側
溝
等
の
清
掃
も

実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
　通
学
路
の
安
全
対
策
に

つ
い
て
、
改
善
さ
れ
た
か
。

　
　ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様

に
よ
る
登
下
校
時
の
見
守
り

活
動
、「
あ
い
さ
つ
運
動
」、

安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
地
域

パ
ト
ロ
ー
ル
、
ス
ク
ー
ル

ガ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
安

全
指
導
、
春
、
秋
の
全
国
交

通
安
全
運
動
の
参
加
等
、
住

民
、
行
政
が
協
働
し
子
ど
も

の
安
全
確
保
に
取
り
組
み
ま

し
た
。

　
　通
学
路
の
交
通
規
制
の

見
直
し
は
さ
れ
た
か
。

　
　転
落
防
止
柵
を
１
７
２

メ
ー
ト
ル
、
区
画
線
を
２
千

22
メ
ー
ト
ル
、
カ
ー
ブ
ミ

ラ
ー
を
二
基
、
点
字
ブ
ロ
ッ

ク
の
設
置
等
、
安
全
施
設
の

整
備
に
よ
る
安
全
対
策
を

図
っ
た
。

　ま
た
、
ひ
ま
わ
り
ド
ー
ム

下
交
差
点
か
ら
約
50
メ
ー
ト

ル
の
区
間
に
つ
い
て
、
歩
道

幅
員
を
一
部
拡
幅
し
ま
し

新
政
ク
ラ
ブ

　服
部

　脩
二

平
成
23
年
度
に
実
施
さ
れ
た
通
学
路
の
安
全

対
策
に
つ
い
て

　
　

異
常
気
象
に
つ
い
て

問答問答

問答

１５

会
派
代
表
質
問

3
月
（
予
算
）
・
9
月
（
決
算
）
定
例
会
に
お
い
て
会
派
を
代
表
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

防
災
対
策
の
充
実
に
つ
い
て

高
齢
者
福
祉
の
充
実
に
つ
い
て

と
な
る
見
込
み
。

　非
構
造
部
材
の
耐
震
化
に

つ
い
て
は
、
国
の
補
助
メ
ニ
ュ

ー
を
念
頭
に
お
き
、
事
業
計

画
の
立
案
を
進
め
て
い
く
が

企
画
、
財
政
面
か
ら
の
検
討

も
必
要
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　木
造
住
宅
耐
震
化
補

助
事
業
に
つ
い
て
、
「
南
海

ト
ラ
フ
巨
大
地
震
」
を
想
定

し
た
対
策
と
し
て
、
耐
震
化

の
推
進
や
家
具
の
固
定
化
な

ど
、
「
減
災
」
に
向
け
て
ど

う
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

　
　耐
震
化
率
は
、
22
年
度

に
84
％
に
な
っ
た
。
耐
震
改

修
の
費
用
が
障
壁
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
府
・
国
に
制
度

拡
充
を
要
望
し
、
次
年
度
に

向
け
独
自
施
策
を
検
討
し
て

い
く
考
え
で
あ
る
。

　
　
　一
人
一
人
が
防
災
を

意
識
す
る
た
め
に
「
家
族
防

災
会
議
の
日
」を
設
定
し
「
我

が
家
の
防
災
チ
ェ
ッ
ク
」を
推

進
し
て
は
ど
う
か
。

　
　啓
発
手
段
の
一
つ
と
し

て
前
向
き
に
検
討
す
る
。

　
　厚
労
省
の
推
計
で
認
知

症
高
齢
者
が
３
０
０
万
人
を

超
え
た
。
65
歳
以
上
の
10
人

に
１
人
。認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

に
よ
る「
脳
の
健
康
教
室
」で
、

認
知
症
予
防
対
策
に
取
り
組

ん
で
は
ど
う
か
。

　
　将
来
的
に
施
策
の
選
択

肢
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
優

先
順
位
は
高
く
な
い
。
効
果

的
で
取
り
組
み
や
す
い
認
知

症
予
防
対
策
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。

　
　わ
が
町
か
ら
「
い
じ

め
」
で
苦
し
む
子
ど
も
た
ち

を
な
く
す
た
め
に
、
ど
の
様

に
取
り
組
む
の
か
。

　
　「
子
ど
も
の
不
安
や
悩

み
を
受
け
止
め
る
校
内
教
育

相
談
体
制
の
充
実
と
個
に
応

じ
た
き
め
細
か
な
指
導
の
充

実
」
「
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
・
外
部
人
材
等

を
活
用
し
た
支
援
の
充
実
」

「
い
じ
め
を
絶
対
に
許
さ
な

い
学
校
づ
く
り
と
い
じ
め
を

発
見
し
た
際
に
、
確
実
に
解

決
で
き
る
体
制
づ
く
り
」

を
、
各
小
中
学
校
に
お
い
て

取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

　
　
　学
校
施
設
の
耐
震
化

に
つ
い
て
ど
う
か
。

　
　今
年
度
中
に
は
、
熊
取

中
学
校
の
校
舎
耐
震
補
強
と

中
央
小
学
校
の
改
築
工
事
を

完
了
し
耐
震
化
率
１
０
０
％

腕
野

　幸
博

熊
取
公
明
党

　渡
辺

　豊
子

問  

「
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
」
を
想
定
し
た
中
、「
減
災
」
に
向
け
た
取
り
組
み
は
？

答  

耐
震
改
修
に
つ
い
て
は
、
次
年
度
に
向
け
独
自
施
策
を
検
討
！

問  

「
家
族
防
災
会
議
の
日
」
を
、
町
で
設
定
し
て
は
ど
う
か
？

答  

前
向
き
に
検
討
す
る
！

問

問

問
2

問
3

答 答

答

答答

学
校
教
育
の
充
実
に
つ
い
て

大阪狭山市の「脳の健康教室」

小学校前の歩車分離式交差点（高石市）

問
１

問答
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老
朽
し
た
遊
具
等
を
更
新
し

て
い
く
。
く
ま
と
り
元
気
広

場
の
開
催
。
大
体
大
の
協
力

で
キ
ャ
ン
プ
や
野
外
活
動
等

体
験
交
流
活
動
、
夏
休
み
に

煉
瓦
館
の
一
室
を
開
放
、
子

ど
も
達
が
自
由
に
学
習
で
き

る
環
境
を
提
供
等
実
施
し
て

い
る
。

　
　
　

 

 

　
　生
活
保
護
が
困
っ
た
時

の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
る
か
？

　
　最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
と
し
て
真
に
生
活
に
困

窮
し
て
い
る
方
へ
適
切
な
保

護
と
支
援
に
繋
げ
る
。
大
阪

府
岸
和
田
子
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー
が
生
活
保
護
開
始

の
決
定
を
行
っ
て
い
る
。

　
　就
学
援
助
の
拡
充
と

支
給
日
を
少
し
で
も
早
く

で
き
な
い
か
。

　
　認
定
件
数
が
増
加
傾

向
。
そ
れ
に
伴
い
町
の
負

担
も
増
加
で
拡
充
は
困

難
。
認
定
を
確
定
申
告
の
写

し
や
そ
の
他
の
所
得
に
関
す

る
資
料
を
使
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
間
違
い
や
漏
れ

が
な
い
よ
う
に
進
め
る
た
め

に
は
７
月
中
の
支
給
開
始
を

目
標
に
し
た
い
。

　
　10
月
か
ら
入
院
が
中
学

卒
業
ま
で
拡
充
さ
れ
た
が
、

通
院
は
就
学
前
ま
で
で
あ
る
。

拡
充
を
求
め
る
。

　
　現
在
通
院
助
成
は
小
学

校
就
学
前
ま
で
。
町
単
独
事

業
と
な
る
こ
と
で
国
や
府
か

ら
補
助
が
な
い
た
め
現
段
階

で
は
考
え
て
い
な
い
。

　
　子
ど
も
達
が
健
全
で
健

や
か
に
育
つ
安
心
な
居
場
所

が
必
要
だ
が
い
か
が
か
？

　
　既
存
の
都
市
公
園
は
93

か
所
。
除
草
剪
定
に
か
か
る

経
費
を
1
・
9
倍
増
額
し
対

応
す
る
。
来
年
度
、
公
園
施

設
長
寿
命
化
計
画
を
策
定
し

腕
野

　幸
博

江
川

　慶
子

子
ど
も
達
の
居
場
所
に
つ
い
て

子
ど
も
貧
困
・
通
院
医
療
費
助
成
の
拡
充
に
つ
い
て

子
ど
も
達
に
安
全
な
居
場
所

が
必
要
で
す

各
種
団
体
補
助
金
交
付
事
務

に
つ
い
て

通
学
路
の
危
険
度
把
握
と

現
状
に
つ
い
て

子
ど
も
の
貧
困
に
つ
い
て

子
ど
も
の
通
院
医
療
費
助
成

な
い
と
の
指
摘
に
対
す
る
対

応
処
置
は
？

　
　財
産
目
録
や
貸
借
対
照

表
は
、
監
査
委
員
の
指
摘
に

よ
り
提
出
を
求
め
た
。

　
　

　運
営
引
当
金
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
（
学
童
保
育
関
係
者
）

と
協
議
の
上
、
好
ま
し
く
な

い
の
で
是
正
す
る
。

　
　

　
　本
年
４
月
23
日
、
京
都

府
亀
岡
市
の
通
学
路
で
悲
惨

な
交
通
事
故
が
発
生
し
、
そ

の
後
も
各
地
で
下
校
時
の
痛

ま
し
い
事
故
が
多
発
し
た
。

　そ
れ
を
受
け
て
国
か
ら
全

国
に
通
学
路
緊
急
合
同
総
点

検
の
通
知
が
発
せ
ら
れ
た
。

本
町
に
於
い
て
の
危
険
度
の

把
握
状
況
は
？ 

　
　７
月
29
日
に
通
学
路
緊

急
合
同
総
点
検
（
参
加
人
数

２
６
５
名
）
を
実
施
し
た
。

点
検
結
果
は
、
11
月
末
に
文

科
省
に
報
告
す
る
。
ま
と
ま

り
次
第
、
各
自
治
体
関
係
者

に
も
伝
達
す
る
。

　
　危
険
通
学
路
の
課
題
、

か
つ
具
体
的
な
実
施
計
画
並

び
に
今
後
の
継
続
的
な
安
全

対
策
は
？

　
　通
学
路
の
抱
え
る
多
く

の
課
題
を
整
理
し
、
岸
和
田

土
木
事
務
所
、
町
担
当
部
局

の
道
路
管
理
者
並
び
に
警
察

と
調
整
し
て
い
る
。
対
策
の

実
施
に
向
け
て
検
討
し
、
と

り
ま
と
め
た
結
果
を
実
施
計

画
と
す
る
。
ま
た
学
校
、
教

育
委
員
会
、
警
察
、
道
路
管

理
者
で
情
報
の
共
有
す
る
仕

組
み
づ
く
り
を
構
築
す
る
。

　
　各
種
団
体
に
対
し
、
監

査
委
員
よ
り
審
査
し
た
補
助

金
は
公
正
・
効
果
的
に
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
交

付
し
て
い
る
団
体
運
営
費
に

対
し
、
事
業
実
績
・
目
的
・

内
容
に
つ
い
て
適
正
に
運
用

さ
れ
て
い
る
の
か
？

　
　補
助
金
の
使
途
に
不
具

合
が
あ
れ
ば
、
是
正
措
置
並

び
に
補
助
金
の
返
還
な
ど
厳

正
に
対
処
す
る
。

　監
査
委
員
の
定
期
監
査
の

結
果
報
告
を
検
証
し
、
補
助

金
が
そ
の
事
業
に
求
め
ら
れ

た
公
益
性
を
十
分
に
果
た
し

て
い
る
の
か
等
、
徹
底
す
る

よ
う
周
知
し
た
。

　
　学
童
保
育
に
お
け
る
運

営
引
当
金
の
具
体
的
内
容
が

確
認
で
き
な
い
理
由
や
剰
余

金
発
生
時
、
財
産
目
録
・
貸

借
対
照
表
を
求
め
て
い
な
い

為
、
そ
の
使
途
が
確
認
で
き

腕
野

　幸
博

白
間

　泰
男

監
査
委
員
に
お
け
る
指
摘
事
項
を
順
守
せ
よ
！

緊
急
通
学
路
総
点
検
の
危
険
箇
所
と
安
全
対
策

問答

問答問答

問答

問問 答

答問答

問答
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た
。
現
在
、
通
学
路
の
安
全

点
検
を
行
い
、
学
校
、
教
育

委
員
会
、
警
察
及
び
道
路
管

理
者
が
協
力
し
て
作
業
を
進

め
て
交
通
安
全
対
策
に
取
り

組
ん
で
お
り
ま
す
。

　
　山
の
崩
壊
に
よ
る
危
険

性
の
大
き
い
地
区
、
場
所
等

の
把
握
は
で
き
て
い
ま
す
か
。

　
　地
区
別
内
訳
で
は
、
土

砂
災
害
危
険
個
所
と
し
て
、

高
田
地
区
が
十
八
箇
所
、
小

谷
地
区
が
七
箇
所
、
成
合
地

区
が
三
箇
所
、
久
保
地
区
と

和
田
地
区
が
二
箇
所
ず
つ
、

五
月
ケ
丘
地
区
と
大
宮
地
区

が
一
箇
所
ず
つ
で
す
。

　ま
た
、
土
砂
災
害
警
戒
区

域
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
高

田
地
区
の
十
八
箇
所
が
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　対
策
と
し
て
、「
熊
取
町
避

難
勧
告
等
の
判
断
・
伝
達
マ

ニ
ュ
ア
ル
」を
策
定
し
、対
象

地
域
の
方
々
に
、
大
阪
府
と

一
緒
に
説
明
会
を
実
施
し
た
。

　
　ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
対
処
す

る
た
め
、
道
路
の
冠
水
を
防

ぐ
た
め
、
自
宅
周
辺
の
道
路

側
溝
等
の
清
掃
を
１
〜
２
ケ

月
に
一
回
程
度
す
る
よ
う
推

奨
し
て
欲
し
い
。

　
　降
雨
時
に
お
い
て
も
、

通
報
等
に
よ
り
、
阻
害
物
の

撤
去
や
土
嚢
袋
等
に
よ
る
対

策
を
行
う
と
と
も
に
、
降
雨

後
の
点
検
パ
ト
ロ
ー
ル
も
実

施
し
て
い
る
。

　ま
た
、
年
二
回
の
各
自
治

会
に
よ
る
一
斉
清
掃
の
際

に
、
道
路
側
溝
等
の
清
掃
も

実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
　通
学
路
の
安
全
対
策
に

つ
い
て
、
改
善
さ
れ
た
か
。

　
　ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様

に
よ
る
登
下
校
時
の
見
守
り

活
動
、「
あ
い
さ
つ
運
動
」、

安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
地
域

パ
ト
ロ
ー
ル
、
ス
ク
ー
ル

ガ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
安

全
指
導
、
春
、
秋
の
全
国
交

通
安
全
運
動
の
参
加
等
、
住

民
、
行
政
が
協
働
し
子
ど
も

の
安
全
確
保
に
取
り
組
み
ま

し
た
。

　
　通
学
路
の
交
通
規
制
の

見
直
し
は
さ
れ
た
か
。

　
　転
落
防
止
柵
を
１
７
２

メ
ー
ト
ル
、
区
画
線
を
２
千

22
メ
ー
ト
ル
、
カ
ー
ブ
ミ

ラ
ー
を
二
基
、
点
字
ブ
ロ
ッ

ク
の
設
置
等
、
安
全
施
設
の

整
備
に
よ
る
安
全
対
策
を

図
っ
た
。

　ま
た
、
ひ
ま
わ
り
ド
ー
ム

下
交
差
点
か
ら
約
50
メ
ー
ト

ル
の
区
間
に
つ
い
て
、
歩
道

幅
員
を
一
部
拡
幅
し
ま
し

新
政
ク
ラ
ブ

　服
部

　脩
二

平
成
23
年
度
に
実
施
さ
れ
た
通
学
路
の
安
全

対
策
に
つ
い
て

　
　

異
常
気
象
に
つ
い
て

問答問答

問答

１５

会
派
代
表
質
問

3
月
（
予
算
）
・
9
月
（
決
算
）
定
例
会
に
お
い
て
会
派
を
代
表
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

防
災
対
策
の
充
実
に
つ
い
て

高
齢
者
福
祉
の
充
実
に
つ
い
て

と
な
る
見
込
み
。

　非
構
造
部
材
の
耐
震
化
に

つ
い
て
は
、
国
の
補
助
メ
ニ
ュ

ー
を
念
頭
に
お
き
、
事
業
計

画
の
立
案
を
進
め
て
い
く
が

企
画
、
財
政
面
か
ら
の
検
討

も
必
要
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　木
造
住
宅
耐
震
化
補

助
事
業
に
つ
い
て
、
「
南
海

ト
ラ
フ
巨
大
地
震
」
を
想
定

し
た
対
策
と
し
て
、
耐
震
化

の
推
進
や
家
具
の
固
定
化
な

ど
、
「
減
災
」
に
向
け
て
ど

う
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

　
　耐
震
化
率
は
、
22
年
度

に
84
％
に
な
っ
た
。
耐
震
改

修
の
費
用
が
障
壁
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
府
・
国
に
制
度

拡
充
を
要
望
し
、
次
年
度
に

向
け
独
自
施
策
を
検
討
し
て

い
く
考
え
で
あ
る
。

　
　
　一
人
一
人
が
防
災
を

意
識
す
る
た
め
に
「
家
族
防

災
会
議
の
日
」を
設
定
し
「
我

が
家
の
防
災
チ
ェ
ッ
ク
」を
推

進
し
て
は
ど
う
か
。

　
　啓
発
手
段
の
一
つ
と
し

て
前
向
き
に
検
討
す
る
。

　
　厚
労
省
の
推
計
で
認
知

症
高
齢
者
が
３
０
０
万
人
を

超
え
た
。
65
歳
以
上
の
10
人

に
１
人
。認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

に
よ
る「
脳
の
健
康
教
室
」で
、

認
知
症
予
防
対
策
に
取
り
組

ん
で
は
ど
う
か
。

　
　将
来
的
に
施
策
の
選
択

肢
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
優

先
順
位
は
高
く
な
い
。
効
果

的
で
取
り
組
み
や
す
い
認
知

症
予
防
対
策
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。

　
　わ
が
町
か
ら
「
い
じ

め
」
で
苦
し
む
子
ど
も
た
ち

を
な
く
す
た
め
に
、
ど
の
様

に
取
り
組
む
の
か
。

　
　「
子
ど
も
の
不
安
や
悩

み
を
受
け
止
め
る
校
内
教
育

相
談
体
制
の
充
実
と
個
に
応

じ
た
き
め
細
か
な
指
導
の
充

実
」
「
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
・
外
部
人
材
等

を
活
用
し
た
支
援
の
充
実
」

「
い
じ
め
を
絶
対
に
許
さ
な

い
学
校
づ
く
り
と
い
じ
め
を

発
見
し
た
際
に
、
確
実
に
解

決
で
き
る
体
制
づ
く
り
」

を
、
各
小
中
学
校
に
お
い
て

取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

　
　
　学
校
施
設
の
耐
震
化

に
つ
い
て
ど
う
か
。

　
　今
年
度
中
に
は
、
熊
取

中
学
校
の
校
舎
耐
震
補
強
と

中
央
小
学
校
の
改
築
工
事
を

完
了
し
耐
震
化
率
１
０
０
％

腕
野

　幸
博

熊
取
公
明
党

　渡
辺

　豊
子

問  
「
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
」
を
想
定
し
た
中
、「
減
災
」
に
向
け
た
取
り
組
み
は
？

答  
耐
震
改
修
に
つ
い
て
は
、
次
年
度
に
向
け
独
自
施
策
を
検
討
！

問  
「
家
族
防
災
会
議
の
日
」
を
、
町
で
設
定
し
て
は
ど
う
か
？

答  

前
向
き
に
検
討
す
る
！

問

問

問
2

問
3

答 答

答

答答

学
校
教
育
の
充
実
に
つ
い
て

大阪狭山市の「脳の健康教室」

小学校前の歩車分離式交差点（高石市）

問
１

問答
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老
朽
し
た
遊
具
等
を
更
新
し

て
い
く
。
く
ま
と
り
元
気
広

場
の
開
催
。
大
体
大
の
協
力

で
キ
ャ
ン
プ
や
野
外
活
動
等

体
験
交
流
活
動
、
夏
休
み
に

煉
瓦
館
の
一
室
を
開
放
、
子

ど
も
達
が
自
由
に
学
習
で
き

る
環
境
を
提
供
等
実
施
し
て

い
る
。

　
　
　

 

 

　
　生
活
保
護
が
困
っ
た
時

の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
る
か
？

　
　最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
と
し
て
真
に
生
活
に
困

窮
し
て
い
る
方
へ
適
切
な
保

護
と
支
援
に
繋
げ
る
。
大
阪

府
岸
和
田
子
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー
が
生
活
保
護
開
始

の
決
定
を
行
っ
て
い
る
。

　
　就
学
援
助
の
拡
充
と

支
給
日
を
少
し
で
も
早
く

で
き
な
い
か
。

　
　認
定
件
数
が
増
加
傾

向
。
そ
れ
に
伴
い
町
の
負

担
も
増
加
で
拡
充
は
困

難
。
認
定
を
確
定
申
告
の
写

し
や
そ
の
他
の
所
得
に
関
す

る
資
料
を
使
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
間
違
い
や
漏
れ

が
な
い
よ
う
に
進
め
る
た
め

に
は
７
月
中
の
支
給
開
始
を

目
標
に
し
た
い
。

　
　10
月
か
ら
入
院
が
中
学

卒
業
ま
で
拡
充
さ
れ
た
が
、

通
院
は
就
学
前
ま
で
で
あ
る
。

拡
充
を
求
め
る
。

　
　現
在
通
院
助
成
は
小
学

校
就
学
前
ま
で
。
町
単
独
事

業
と
な
る
こ
と
で
国
や
府
か

ら
補
助
が
な
い
た
め
現
段
階

で
は
考
え
て
い
な
い
。

　
　子
ど
も
達
が
健
全
で
健

や
か
に
育
つ
安
心
な
居
場
所

が
必
要
だ
が
い
か
が
か
？

　
　既
存
の
都
市
公
園
は
93

か
所
。
除
草
剪
定
に
か
か
る

経
費
を
1
・
9
倍
増
額
し
対

応
す
る
。
来
年
度
、
公
園
施

設
長
寿
命
化
計
画
を
策
定
し

腕
野

　幸
博

江
川

　慶
子

子
ど
も
達
の
居
場
所
に
つ
い
て

子
ど
も
貧
困
・
通
院
医
療
費
助
成
の
拡
充
に
つ
い
て

子
ど
も
達
に
安
全
な
居
場
所

が
必
要
で
す

各
種
団
体
補
助
金
交
付
事
務

に
つ
い
て

通
学
路
の
危
険
度
把
握
と

現
状
に
つ
い
て

子
ど
も
の
貧
困
に
つ
い
て

子
ど
も
の
通
院
医
療
費
助
成

な
い
と
の
指
摘
に
対
す
る
対

応
処
置
は
？

　
　財
産
目
録
や
貸
借
対
照

表
は
、
監
査
委
員
の
指
摘
に

よ
り
提
出
を
求
め
た
。

　
　

　運
営
引
当
金
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
（
学
童
保
育
関
係
者
）

と
協
議
の
上
、
好
ま
し
く
な

い
の
で
是
正
す
る
。

　
　

　
　本
年
４
月
23
日
、
京
都

府
亀
岡
市
の
通
学
路
で
悲
惨

な
交
通
事
故
が
発
生
し
、
そ

の
後
も
各
地
で
下
校
時
の
痛

ま
し
い
事
故
が
多
発
し
た
。

　そ
れ
を
受
け
て
国
か
ら
全

国
に
通
学
路
緊
急
合
同
総
点

検
の
通
知
が
発
せ
ら
れ
た
。

本
町
に
於
い
て
の
危
険
度
の

把
握
状
況
は
？ 

　
　７
月
29
日
に
通
学
路
緊

急
合
同
総
点
検
（
参
加
人
数

２
６
５
名
）
を
実
施
し
た
。

点
検
結
果
は
、
11
月
末
に
文

科
省
に
報
告
す
る
。
ま
と
ま

り
次
第
、
各
自
治
体
関
係
者

に
も
伝
達
す
る
。

　
　危
険
通
学
路
の
課
題
、

か
つ
具
体
的
な
実
施
計
画
並

び
に
今
後
の
継
続
的
な
安
全

対
策
は
？

　
　通
学
路
の
抱
え
る
多
く

の
課
題
を
整
理
し
、
岸
和
田

土
木
事
務
所
、
町
担
当
部
局

の
道
路
管
理
者
並
び
に
警
察

と
調
整
し
て
い
る
。
対
策
の

実
施
に
向
け
て
検
討
し
、
と

り
ま
と
め
た
結
果
を
実
施
計

画
と
す
る
。
ま
た
学
校
、
教

育
委
員
会
、
警
察
、
道
路
管

理
者
で
情
報
の
共
有
す
る
仕

組
み
づ
く
り
を
構
築
す
る
。

　
　各
種
団
体
に
対
し
、
監

査
委
員
よ
り
審
査
し
た
補
助

金
は
公
正
・
効
果
的
に
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
交

付
し
て
い
る
団
体
運
営
費
に

対
し
、
事
業
実
績
・
目
的
・

内
容
に
つ
い
て
適
正
に
運
用

さ
れ
て
い
る
の
か
？

　
　補
助
金
の
使
途
に
不
具

合
が
あ
れ
ば
、
是
正
措
置
並

び
に
補
助
金
の
返
還
な
ど
厳

正
に
対
処
す
る
。

　監
査
委
員
の
定
期
監
査
の

結
果
報
告
を
検
証
し
、
補
助

金
が
そ
の
事
業
に
求
め
ら
れ

た
公
益
性
を
十
分
に
果
た
し

て
い
る
の
か
等
、
徹
底
す
る

よ
う
周
知
し
た
。

　
　学
童
保
育
に
お
け
る
運

営
引
当
金
の
具
体
的
内
容
が

確
認
で
き
な
い
理
由
や
剰
余

金
発
生
時
、
財
産
目
録
・
貸

借
対
照
表
を
求
め
て
い
な
い

為
、
そ
の
使
途
が
確
認
で
き

腕
野

　幸
博

白
間

　泰
男

監
査
委
員
に
お
け
る
指
摘
事
項
を
順
守
せ
よ
！

緊
急
通
学
路
総
点
検
の
危
険
箇
所
と
安
全
対
策

問答

問答問答

問答

問問 答

答問答

問答
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業
種
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。

一
人
で
も
開
業
で
き
る
業
種

も
対
象
と
す
べ
き
。

　
　今
後
の
課
題
だ
と
考
え

て
い
る
。

　
　介
護
分
を
含
め
る
と
、

限
度
額
引
き
上
げ
が
中
低
所

得
層
の
保
険
料
軽
減
に
つ
な

が
っ
て
い
な
い
。
こ
の
や
り

か
た
は
限
界
だ
。

　
　限
度
額
を
引
き
上
げ
な

け
れ
ば
、
中
低
所
得
層
に
さ

ら
な
る
負
担
を
求
め
る
こ
と

に
な
る
。
適
正
な
方
法
だ
と

考
え
て
い
る
。

　
　所
得
１
９
２
万
の
４
人

家
族
で
国
保
料
は
39
万
円
に

も
な
る
。
減
免
制
度
の
拡
充

を
求
め
る
。

　
　減
免
世
帯
以
外
へ
の
保

険
料
に
影
響
を
与
え
る
の
で

拡
充
は
考
え
て
い
な
い
。
国

の
方
で
低
所
得
者
の
負
担
軽

減
策
を
検
討
中
で
あ
る
。

　
　防
災
計
画
の
見
直
し
は

進
ん
で
い
る
か
。

　
　第
一
次
避
難
所
に
中
学

校
３
校
を
加
え
る
予
定
。
南

海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
被
害

想
定
を
う
け
、
府
の
計
画
も

見
直
さ
れ
る
。
情
報
を
収
集

し
な
が
ら
見
直
し
を
進
め

る
。　

　消
防
の
広
域
化
が
予
定

さ
れ
て
い
る
。
防
災
事
業
に

影
響
は
な
い
か
。

　
　消
防
団
、
自
主
防
災
へ

の
指
導
は
継
続
し
て
い
く
。

防
災
に
関
し
て
特
に
影
響
は

な
い
。

　
　「
自
律
的
な
財
政
構
造

の
確
立
を
目
指
す
」
と
町
長

の
報
告
に
あ
っ
た
が
、
今
後

何
に
力
を
入
れ
る
の
か
。

　
　第
二
次
行
革
ア
ク
シ
ョ

ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
革
項
目

を
着
実
に
実
行
す
る
。ま
た
、

若
い
世
代
の
転
入
促
進
に
力

を
入
れ
た
い
。

　
　検
討
課
題
に
な
っ
て
い

る
「
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助

成
」
の
具
体
化
は
ど
う
か
。

　
　十
二
月
ご
ろ
に
案
を
示

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「
起
業
家
」へ
の
支
援
策
は
？

　
　産
業
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
の

中
で
「
起
業
家
へ
の
支
援
」

と
あ
る
が
、
具
体
化
は
。

　
　平
成
26
年
度
ま
で
を
目

標
に
、
大
阪
府
の
起
業
家
向

け
融
資
制
度
に
保
証
料
補
助

を
上
乗
せ
す
る
よ
う
な
支
援

策
な
ど
、調
査
・
検
討
し
た
い
。

　
　企
業
誘
致
を
ね
ら
い
と

し
た
「
活
性
化
策
」
で
は
、

腕
野

　幸
博

日
本
共
産
党
熊
取
町
会
議
員
団

　坂
上
巳
生
男

問

　産
業
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
の
「
企
業
家
へ
の
支
援
」
の
具
体
化
は
？

答

　大
阪
府
の
融
資
制
度
に
、
町
と
し
て
「
上
乗
せ
策
」
を
調
査
・

　
　検
討
し
た
い
。

自
律
的
な
財
政
構
造
の
確
立

高
す
ぎ
る
国
保
料
の
軽
減
を

消
防
広
域
化
で
防
災
は
？

問

問

問

答

問答問答問答問

問 答

問

答

答問問 答答

答

答

問答

会
派
代
表
質
問

確
定
時
に
は
た
だ
ち
に
損
害

を
回
復
す
る
よ
う
準
備
を
進

め
て
い
る
。

　
　中
西
町
長
は
、
本
件
談

合
に
よ
り
発
生
し
た
町
の
損

害
を
ど
の
よ
う
に
回
復
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
？

　
　司
法
の
場
で
審
理
が
尽

く
さ
れ
た
後
は
、
判
決
に
基

づ
い
て
迅
速
か
つ
適
正
に
対

処
す
る
。

 

☆
中
西
町
長
は
大
阪
地
裁
の

判
決
内
容
を
全
面
的
に
認

め
、
早
期
に
損
害
の
回
復
が

で
き
る
よ
う
全
力
を
尽
く
す

と
い
う
こ
と
を
明
確
に
表
明

す
る
べ
き
で
す
。
ま
た
、
憲

法
15
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
町
長
及
び
議
員
は
、

「
公
共
全
体
の
こ
と
を
優
先

さ
せ
る
べ
き
で
、
自
分
や
身

内
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
こ

と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
」

　
　平
成
24
年
１
月
の
町
長

選
挙
に
お
い
て
、
「
町
長
等

常
勤
特
別
職
の
報
酬
及
び
退

職
金
を
さ
ら
に
5
％
カ
ッ
ト

す
る
」
と
い
う
公
約
が
示
さ

れ
た
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に

す
る
お
つ
も
り
か
？

　
　今
年
度
予
定
し
て
い
る

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
答

申
内
容
を
勘
案
し
て
結
論
を

出
す
。

　
　こ
の
度
の
損
害
賠
償
請

求
住
民
訴
訟

対
応
で
発
生

し
た
町
の
費
用

は
？　

　平
成
21
年

度
は
弁
護
士
費

用
委
託
料
約
１

５
７
万
を
含
め

合
計
で
約
１
６

７
万
円
、22
年

度
は
旅
費
等
で

約
５
万
円
だ
っ

た
。
職
員
人
件

費
は
複
数
の
職

員
が
対
応
し
た

が
算
定
は
し
て

い
な
い
。

　
　中
西
町
長
は
、
６
月
８

日
の
大
阪
地
裁
の
住
民
訴
訟

判
決
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止

め
て
お
ら
れ
る
の
か
？

　
　司
法
の
判
断
と
し
て
重

く
受
け
止
め
て
い
る
。
判
決

腕
野

　幸
博

泉
州
龍
馬
の
会

　重
光

　俊
則

談
合
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
の
住
民
訴
訟
裁
判
に
つ
い
て

町
長
等
常
勤
特
別
職
の
報
酬
及
び
退
職
金
に
つ
い
て

談
合
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求

の
住
民
訴
訟
裁
判
に
つ
い
て

町
長
等
の
報
酬
及
び
退
職
金

に
つ
い
て
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館
日
の
拡
大
と
し
て
、
土
曜

の
午
後
及
び
日
曜
祝
日
開
館

を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、

シ
ョ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
現
在

は
検
討
に
至
っ
て
い
な
い
が

観
光
協
会
の
拠
点
と
し
て
重

要
と
考
え
て
い
る
。

※

地
域
の
活
性
は
地
場
産
業

の
活
性
か
ら
で
あ
る
。
「
熊

取
ブ
ラ
ン
ド
」
の
創
出
支
援

に
期
待
し
た
い
。

　
　
　本
町
の
情
報
シ
ス
テ

ム
部
門
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
内
容

や
各
業
務
の
策
定
状
況
は
？

　
　災
害
時
や
停
電
等
の
対

応
策
と
し
て
自
治
体
ク
ラ
ウ

ド
を
見
据
え
た
取
組
を
行

い
、
情
報
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
早
期
再

開
に
向
け
措
置
し
て
い
る
。

　
　様
々
な
経
営
リ
ス
ク
要

因
が
あ
る
中
、
防
災
計
画
は

策
定
済
み
だ
が
、
２
つ
の
問

題
点
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え

か
？
①
自
治
体
自
身
は
被
災

な
し
が
前
提
と
な
っ
て
い

る
。
②
通
常
の
行
政
サ
ー
ビ

ス
は
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

点
。　

　優
先
順
位
に
よ
り
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
進
め
た
い
。

特
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、

重
要
と
考
え
、
自
家
発
電
等

検
討
を
進
め
て
い
る
。

※

全
町
で
の
早
期
対
応
を
！

　
　
　地
場
産
品
創
出
支
援

事
業
と
し
て
補
助
金
の
新
設

は
で
き
な
い
か
？

　
　産
業
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
の

中
で
「
熊
取
ブ
ラ
ン
ド
の
確

立
検
討
、
商
品
開
発
促
進
」

を
掲
げ
、
中
長
期
的
に
推
進

し
た
い
。
中
小
零
細
企
業
や

個
人
の
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ

へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
本
町

の
地
場
産
品
開
発
や
商
品
化

を
進
め
る
う
え
で
重
要
な
施

策
の
一
つ
と
考
え
て
お
り
、

新
た
に
新
設
さ
れ
た
く
ま
と

り
に
ぎ
わ
い
観
光
協
会
な
ど

と
の
連
携
、
既
存
補
助
金
の

統
合
再
編
等
を
考
慮
し
、
抜

本
的
な
見
直
し
を
行
い
、
補

助
金
創
設
検
討
な
ど
次
年
度

実
施
に
向
け
て
推
進
し
た
い
。

　
　駅
下
に
ぎ
わ
い
館
や
２

Ｆ
自
由
通
路
等
を
活
用
し
た

お
土
産
屋
さ
ん
な
ど
の
ア
ン

テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
設
置
は
い

か
が
か
？

　
　駅
下
に
ぎ
わ
い
館
の
開

腕
野

　幸
博

一
新
の
会

　佐
古

　員
規

・
町
特
有
の
地
場
産
品
の
開
発
や
商
品
化
の
支
援
に
つ
い
て

　
（
地
場
産
品
創
出
支
援
事
業
と
し
て
補
助
金
等
の
新
設
は
い
か
が
か
？
）

・
本
町
の
事
業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
の
取
組
に
つ
い
て

問

問

答

答

答

答

会
派
代
表
質
問

問
2

問
１

　議会だより（No.18）に. 平成24年5月21日の藤本議員の町職員への対応についての記事を記載しまし
たが、内容について補足説明をします。

（1）5月21日の状況
　藤本議員は６月議会における質問の準備のため、NPOの補助金申請書や決算報告書を含む学童保育に関す
る資料提示を事前に町にお願いし、町職員から平成24年5月21日に資料提示していただけるということで議
員控室で会合を持ちました。しかし、その場では職員からは監査委員の許可がないと資料は提示できない等
の説明がありました。21日当日になって詳細な資料提示ができないという職員の説明に立腹し、部屋にあっ
たごみ入れを２回床に叩きつけ、最終的にそのごみ入れを放り投げてしまいました。

（2）藤本議員の謝罪文
　5月22日に熊取町長から議長に藤本議員の職員に対する言動についての申し入れ書が渡されました。議会
は5月25日に会派代表者会議を開催し、本件についての事実確認を行い、申し入れ書の通り不適切な行為が
あったことを確認しました。また、本人も深く反省していることを確認いたしました。
　職員の対応が意に沿わなかったという理由で藤本議員が職員に対してこのような行動をとったこと、並び
に職員対応中の紳士的でない態度は、町民代表である議員としての品位を損なうと指摘されても致し方ない
ものであるということから、議長から藤本議員に厳重注意が行われました。
　また、5月31日に、議員は議長とともに、白間副議長及び会派幹事長の立会いのもと、謝罪文を手渡すと
ともに町長はじめ関係職員に謝罪いたしました。

議会だより（No.18）藤本議員の言動等についての記事の補足説明議会だより（No.18）藤本議員の言動等についての記事の補足説明
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業
種
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。

一
人
で
も
開
業
で
き
る
業
種

も
対
象
と
す
べ
き
。

　
　今
後
の
課
題
だ
と
考
え

て
い
る
。

　
　介
護
分
を
含
め
る
と
、

限
度
額
引
き
上
げ
が
中
低
所

得
層
の
保
険
料
軽
減
に
つ
な

が
っ
て
い
な
い
。
こ
の
や
り

か
た
は
限
界
だ
。

　
　限
度
額
を
引
き
上
げ
な

け
れ
ば
、
中
低
所
得
層
に
さ

ら
な
る
負
担
を
求
め
る
こ
と

に
な
る
。
適
正
な
方
法
だ
と

考
え
て
い
る
。

　
　所
得
１
９
２
万
の
４
人

家
族
で
国
保
料
は
39
万
円
に

も
な
る
。
減
免
制
度
の
拡
充

を
求
め
る
。

　
　減
免
世
帯
以
外
へ
の
保

険
料
に
影
響
を
与
え
る
の
で

拡
充
は
考
え
て
い
な
い
。
国

の
方
で
低
所
得
者
の
負
担
軽

減
策
を
検
討
中
で
あ
る
。

　
　防
災
計
画
の
見
直
し
は

進
ん
で
い
る
か
。

　
　第
一
次
避
難
所
に
中
学

校
３
校
を
加
え
る
予
定
。
南

海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
被
害

想
定
を
う
け
、
府
の
計
画
も

見
直
さ
れ
る
。
情
報
を
収
集

し
な
が
ら
見
直
し
を
進
め

る
。　

　消
防
の
広
域
化
が
予
定

さ
れ
て
い
る
。
防
災
事
業
に

影
響
は
な
い
か
。

　
　消
防
団
、
自
主
防
災
へ

の
指
導
は
継
続
し
て
い
く
。

防
災
に
関
し
て
特
に
影
響
は

な
い
。

　
　「
自
律
的
な
財
政
構
造

の
確
立
を
目
指
す
」
と
町
長

の
報
告
に
あ
っ
た
が
、
今
後

何
に
力
を
入
れ
る
の
か
。

　
　第
二
次
行
革
ア
ク
シ
ョ

ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
革
項
目

を
着
実
に
実
行
す
る
。ま
た
、

若
い
世
代
の
転
入
促
進
に
力

を
入
れ
た
い
。

　
　検
討
課
題
に
な
っ
て
い

る
「
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助

成
」
の
具
体
化
は
ど
う
か
。

　
　十
二
月
ご
ろ
に
案
を
示

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「
起
業
家
」へ
の
支
援
策
は
？

　
　産
業
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
の

中
で
「
起
業
家
へ
の
支
援
」

と
あ
る
が
、
具
体
化
は
。

　
　平
成
26
年
度
ま
で
を
目

標
に
、
大
阪
府
の
起
業
家
向

け
融
資
制
度
に
保
証
料
補
助

を
上
乗
せ
す
る
よ
う
な
支
援

策
な
ど
、調
査
・
検
討
し
た
い
。

　
　企
業
誘
致
を
ね
ら
い
と

し
た
「
活
性
化
策
」
で
は
、

腕
野

　幸
博

日
本
共
産
党
熊
取
町
会
議
員
団

　坂
上
巳
生
男

問

　産
業
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
の
「
企
業
家
へ
の
支
援
」
の
具
体
化
は
？

答

　大
阪
府
の
融
資
制
度
に
、
町
と
し
て
「
上
乗
せ
策
」
を
調
査
・

　
　検
討
し
た
い
。

自
律
的
な
財
政
構
造
の
確
立

高
す
ぎ
る
国
保
料
の
軽
減
を

消
防
広
域
化
で
防
災
は
？

問

問

問

答

問答問答問答問

問 答

問

答

答問問 答答

答

答

問答

会
派
代
表
質
問

確
定
時
に
は
た
だ
ち
に
損
害

を
回
復
す
る
よ
う
準
備
を
進

め
て
い
る
。

　
　中
西
町
長
は
、
本
件
談

合
に
よ
り
発
生
し
た
町
の
損

害
を
ど
の
よ
う
に
回
復
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
？

　
　司
法
の
場
で
審
理
が
尽

く
さ
れ
た
後
は
、
判
決
に
基

づ
い
て
迅
速
か
つ
適
正
に
対

処
す
る
。

 

☆
中
西
町
長
は
大
阪
地
裁
の

判
決
内
容
を
全
面
的
に
認

め
、
早
期
に
損
害
の
回
復
が

で
き
る
よ
う
全
力
を
尽
く
す

と
い
う
こ
と
を
明
確
に
表
明

す
る
べ
き
で
す
。
ま
た
、
憲

法
15
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
町
長
及
び
議
員
は
、

「
公
共
全
体
の
こ
と
を
優
先

さ
せ
る
べ
き
で
、
自
分
や
身

内
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
こ

と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
」

　
　平
成
24
年
１
月
の
町
長

選
挙
に
お
い
て
、
「
町
長
等

常
勤
特
別
職
の
報
酬
及
び
退

職
金
を
さ
ら
に
5
％
カ
ッ
ト

す
る
」
と
い
う
公
約
が
示
さ

れ
た
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に

す
る
お
つ
も
り
か
？

　
　今
年
度
予
定
し
て
い
る

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
答

申
内
容
を
勘
案
し
て
結
論
を

出
す
。

　
　こ
の
度
の
損
害
賠
償
請

求
住
民
訴
訟

対
応
で
発
生

し
た
町
の
費
用

は
？　

　平
成
21
年

度
は
弁
護
士
費

用
委
託
料
約
１

５
７
万
を
含
め

合
計
で
約
１
６

７
万
円
、22
年

度
は
旅
費
等
で

約
５
万
円
だ
っ

た
。
職
員
人
件

費
は
複
数
の
職

員
が
対
応
し
た

が
算
定
は
し
て

い
な
い
。

　
　中
西
町
長
は
、
６
月
８

日
の
大
阪
地
裁
の
住
民
訴
訟

判
決
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止

め
て
お
ら
れ
る
の
か
？

　
　司
法
の
判
断
と
し
て
重

く
受
け
止
め
て
い
る
。
判
決

腕
野

　幸
博

泉
州
龍
馬
の
会

　重
光

　俊
則

談
合
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
の
住
民
訴
訟
裁
判
に
つ
い
て

町
長
等
常
勤
特
別
職
の
報
酬
及
び
退
職
金
に
つ
い
て

談
合
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求

の
住
民
訴
訟
裁
判
に
つ
い
て

町
長
等
の
報
酬
及
び
退
職
金

に
つ
い
て
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館
日
の
拡
大
と
し
て
、
土
曜

の
午
後
及
び
日
曜
祝
日
開
館

を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、

シ
ョ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
現
在

は
検
討
に
至
っ
て
い
な
い
が

観
光
協
会
の
拠
点
と
し
て
重

要
と
考
え
て
い
る
。

※

地
域
の
活
性
は
地
場
産
業

の
活
性
か
ら
で
あ
る
。
「
熊

取
ブ
ラ
ン
ド
」
の
創
出
支
援

に
期
待
し
た
い
。

　
　
　本
町
の
情
報
シ
ス
テ

ム
部
門
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
内
容

や
各
業
務
の
策
定
状
況
は
？

　
　災
害
時
や
停
電
等
の
対

応
策
と
し
て
自
治
体
ク
ラ
ウ

ド
を
見
据
え
た
取
組
を
行

い
、
情
報
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
早
期
再

開
に
向
け
措
置
し
て
い
る
。

　
　様
々
な
経
営
リ
ス
ク
要

因
が
あ
る
中
、
防
災
計
画
は

策
定
済
み
だ
が
、
２
つ
の
問

題
点
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え

か
？
①
自
治
体
自
身
は
被
災

な
し
が
前
提
と
な
っ
て
い

る
。
②
通
常
の
行
政
サ
ー
ビ

ス
は
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

点
。　

　優
先
順
位
に
よ
り
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
進
め
た
い
。

特
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、

重
要
と
考
え
、
自
家
発
電
等

検
討
を
進
め
て
い
る
。

※

全
町
で
の
早
期
対
応
を
！

　
　
　地
場
産
品
創
出
支
援

事
業
と
し
て
補
助
金
の
新
設

は
で
き
な
い
か
？

　
　産
業
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
の

中
で
「
熊
取
ブ
ラ
ン
ド
の
確

立
検
討
、
商
品
開
発
促
進
」

を
掲
げ
、
中
長
期
的
に
推
進

し
た
い
。
中
小
零
細
企
業
や

個
人
の
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ

へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
本
町

の
地
場
産
品
開
発
や
商
品
化

を
進
め
る
う
え
で
重
要
な
施

策
の
一
つ
と
考
え
て
お
り
、

新
た
に
新
設
さ
れ
た
く
ま
と

り
に
ぎ
わ
い
観
光
協
会
な
ど

と
の
連
携
、
既
存
補
助
金
の

統
合
再
編
等
を
考
慮
し
、
抜

本
的
な
見
直
し
を
行
い
、
補

助
金
創
設
検
討
な
ど
次
年
度

実
施
に
向
け
て
推
進
し
た
い
。

　
　駅
下
に
ぎ
わ
い
館
や
２

Ｆ
自
由
通
路
等
を
活
用
し
た

お
土
産
屋
さ
ん
な
ど
の
ア
ン

テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
設
置
は
い

か
が
か
？

　
　駅
下
に
ぎ
わ
い
館
の
開

腕
野

　幸
博

一
新
の
会

　佐
古

　員
規

・
町
特
有
の
地
場
産
品
の
開
発
や
商
品
化
の
支
援
に
つ
い
て

　
（
地
場
産
品
創
出
支
援
事
業
と
し
て
補
助
金
等
の
新
設
は
い
か
が
か
？
）

・
本
町
の
事
業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
の
取
組
に
つ
い
て

問

問

答

答

答

答

会
派
代
表
質
問

問
2

問
１
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　熊
取
の
最
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ

る
「
だ
ん
じ
り
祭
り
」
も
、
素

晴
ら
し
い
秋
晴
れ
の
も
と
二
日

間
実
施
さ
れ
、
無
事
終
了
し
、

ほ
っ
と
安
堵
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
昨
年
来
の
東
日
本
大
震

災
、
津
波
、
原
発
事
故
、
極
地

的
豪
雨
に
よ
る
水
災
害
等
多
く

の
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
地
域
の

復
旧
・
復
興
は
、
遅
々
と
し
て

進
ん
で
い
ま
せ
ん
。

　被
災
者
の
方
々
が
、
一
日
で
も

早
く
、
元
の
生
活
を
取
り
戻
さ
れ

る
よ
う
、
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　広
報
委
員
会
は
、
新
し
い
モ

ニ
タ
ー
さ
ん
の
ご
意
見
・
要
望

を
真
摯
に
受
け
止
め
、
町
民
の

皆
様
が
、「
わ
か
り
や
す
く
」・

「
親
し
み
」
の
あ
る
誌
面
作
り

に
頑
張
り
ま
す
。

　お
気
づ
き
の
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
ご
遠
慮
な
く
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

　広
報
委
員
会

　
　委
員
長

　矢
野

　正
憲

　
　副
委
員
長

　渡
辺

　豊
子

　
　委

　員

　
　服
部

　脩
二

　
　委

　員

　
　佐
古

　員
規

　
　委

　員

　
　藤
本

　
　龍

　
　委

　員

　
　重
光

　俊
則

　
　委

　員

　
　坂
上
巳
生
男

町議会ホームページの紹介
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

町議会のホームページでは、議員名簿・議会傍聴・請願と
陳情・ 定例議会の日程・質問など公開しています。 また、
会議録の閲覧もできますのでご覧ください。

熊取町議会 検索

議会報告会の予定平成24年度

○服部　脩二

　坂上巳生男

　渡辺　豊子

　奥野　博通

　佐古　員規

○重光　俊則

　鈴木　　実

　矢野　正憲

　江川　慶子

○鱧谷　陽子

　田中　正旗

　白間　泰男

　藤本　　龍

1

　班

2

　班

3

　班

水荘園・大久保サニーハイツ合同

泉陽ケ丘……11月11日（日）午後 2 時～

つつじヶ丘…11月 3 日（土）午前10時～

五門…………11月 3 日（土）午後 7 時～

七山…………11月11日（日）午後 7 時～

南山の手台…11月 4 日（日）午後 1 時30分～

大宮…………11月10日（土）午後 7 時～

山の手台……11月14日（水）午後 5 時～

和田

成合

関空国際

池の台 
グリーンヒル

高田

久保

議員名
（○班長）

11月実施予定
9月議会報告

2月実施予定
12月議会報告

皆さまのご参加をお待ちしています
（議会だよりをお持ちください）

　住民の皆さまと議員との自由な情報及び意見交換ができるよう、議会基本条例に基づき
「議会報告会」を開催しています。
＊この議会報告会は、区（自治会）単位で年 1回開催しております。

議会だよりの表紙に使用する写真
を公募します。たくさんの応募を
お待ちしています。
　※写真は返却できません。
■ 詳しくは議会事務局までお問い
　合わせください
　TEL 072－452－9023
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…11月11日（日）午前10時～
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